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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年３月１７日（火）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 本保加津枝  委　　員 森西　正

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 森内一蔵  委　　員 安藤　薫

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修 同部理事　平岡利彦　　同部次長兼総務課長　馬場　博

同部参事兼人権教育室長　高橋敏夫　　同部参事兼教育研究所長　以登田　毅

総務課参事　岩見賢一郎 同課参事　大橋徹之 学校教育課長　前馬晋策

同課参事　平松直樹 同課参事　若狭孝太郎 教育研究所参事　奥野宏一

生涯学習部長　大場房二郎 青少年課長　川崎敏康

生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　　同課参事　上　清隆

市民図書館長　高田繁夫 同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

　議案第１号　平成２１年度摂津市一般会計予算所管分

　議案第１０号　平成２０年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
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（午前１０時　開会）

○柴田繁勝委員長　　ただいまから文教

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、森内委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第１０号所管分の審査を行います。

　質問のある方。

　森西委員。

○森西正委員　おはようございます。

　それでは、概要に沿って進めさせてい

ただきたいと思います。

　まず、１０４ページですが、私も一応

番号を、通し番号をつけてますので、そ

のようにさせていただきます。

　まず１番ですけれどもね、１０４ペー

ジの、新入学児童のこの新入学用品支給

事業ですけれども、以前もこの点に関し

て質問をさせていただいて、ランドセル

の件ですけれどもね。物を大切にという

立場から、以前は質問させていただきま

した。人間基礎教育の部分から、節約と

いう部分で。

　その時の答弁では、支給しているにも

かかわらず、本当にもう低学年で保護者

の方がご用意をされているかばんにかえ

るということで、節約という意味から、

人間基礎教育を徹底していきたいという

ようなご答弁であったと思うんですけれ

ども、以前に質問をさせていただいた以

後、そうは変わっていないのが現状であ

ろうか思うんですけれども、その点、改

めて、支給をしているにもかかわらず、

すぐに、摂津市から支給しているランド

セルから、保護者がご用意をしているか

ばんにすぐかえる、低学年でかえるとい

うようなことについてどのようにお考え

なのか、お答えいただけますでしょうか。

　続いて、安全対策事業ですが、新入学

児童等への防犯ブザー貸与ですけれども、

防犯ブザーの故障が多いというようなこ

とが、マスコミで報道されておったんで

すけれども、この辺、摂津市ではどうい

う現状になっているのか、お答えをいた

だけますでしょうか。

　続いて、１０６ページの教職員人事事

業です。そこに、備考の方に、教職員人

事異動に伴う内申書用紙の購入というこ

とが書かれておるんですけれども、この

内申書というのはどういうふうなもので

あるのか、お答えをいただけますでしょ

うか。

　続いて、１０８ページです。教育研究

所の移転事務事業ですけれども、男女共

同参画センターに教育研究所が移転をさ

れるということですが、男女共同参画セ

ンターに移転をするというのは聞いてお

りますけれども、現在の教育研究所があ

る跡、その部分はどのようになっていく

のか、お聞かせいただけますか。

　続いて、摂津市研究学校園補助事業で

すけれども、教育課程研究開発委嘱校と

いうことで、この点を現実的に予算化を

しておるわけです。予算化をするのと、

予算化をしないことのちがい、「こうい

うふうな取り組みを行わない」など、ど

のように違いがあるのかをお聞かせいた

だけますでしょうか。

　続いて、その下ですね、学校部活動等

助成事業ですけれども、これも今まで私

も質問させていただいて、多くの委員さ

んからも質問があった部分ですけれども、

今までいろいろ質問があった中で、今後

検討していくというようなご答弁であっ

たんですけれども、その後に検討した上

で、どのような変化があったのか、どの

ように改善をされていくのか、お答えを

いただけますでしょうか。

　続いて７番ですが、その下、学力定着

度調査事業ですけれども、先日のこの委
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員会でも、保護者にはプリントを配布し

て、事後の発信が大事であるというふう

なご答弁でありました。さらに、生活習

慣の改善をしていくというふうなことは、

教育委員会、すべての考えで、皆さん同

じ考えであろうとは思いますが、保護者

にはどのような方法でそういう部分、プ

リントを配布ということですけれども、

それ以外で保護者に現状説明といいます

か、そういうことを、実際はその家庭訪

問ですね、懇談、面談等というのがある

とは思うんですけれども、年に何回、保

護者の方と子どもの件について話ができ

る機会が実際にあるのか、お答えをいた

だけますでしょうか。

　続いて１１０ページ、摂津市の小中連

携教育推進事業、これは義務教育９年間

を見通した教育課程の編成実施と、生徒

指導方法の確立を研究推進するというこ

とですけれども、私の以前の質問で、

「学力テスト、もう長年されていますけ

れども、小学校で正答率が低かった子が、

中学校になってその部分を改善をされて

よくなってるのかどうか」という質問を

させていただいた時に、「小学校でつま

ずいた子は、中学校でも同じところをつ

まずいている」というふうなお答えであっ

たんですけれども、学力テストで問題点

というのがわかって、その点を改善して

いかなければならないと思うんですけれ

ども、この際、個々の指導方法、小中連

携の教育推進事業というのがありますけ

れども、小学校、中学校という部分で、

学校の連携はしたとしても、小中の連携

ですね、それぞれの小学校、中学校でど

のように連携をしていくのかという、学

習連携ですね、その点はどのようにお考

えなのか、お答えをいただけますでしょ

うか。

　続いて、１１４ページですが、９番で

すね、小学校給食調理場の改善事業です

けれども、以前、鳥飼西小学校では、２

学期まで工事が入りまして、その時には

仕出しをとられたということですが、今

回、鳥飼北小学校ですけれども、前回の

仕出し、夏休み中に工事を終えてという

のが本来であろうと思いますけれども、

前回、鳥飼西小学校がそうなったことを

前例に踏まえて、夏休み中に工期を終え

るとことを考えておるのか、先日、天候

によっては２学期までというふうなこと

をご答弁されていましたけれども、その

点はないというような形で進めていかれ

るのか、前回のその鳥飼西小学校のこと

を踏まえて、どのようにお考えなのか、

お聞かせいただけますでしょうか。

　それと、全体的な、この概要全体的に

通してなんですけれども、これ１０番で

すが、体力テストという部分が、ちょっ

と私、見受けられなかったんです。どの

事業に当てはまるのかという部分が見受

けられなかったので、この中で、この事

業であるというふうな部分を、あればお

聞かせいただけますでしょうか。

　続いて１１番ですけれども、先ほども

学力調査テストのところで、生活習慣改

善というふうな部分で、先日、携帯電話

の講演がありました。私も後からでした

けれども参加をさせていただいて、講師

の方も参加された人数が少なかったとい

うことが残念であるということをおっしゃっ

ておられたんですけれども、顔ぶれを見

ますと、教育委員会の方がたくさんおら

れて、ＰＴＡの役員さんがおられたとい

う形なんですけれども、そのような形で

外に発信をしたというような考えを持っ

ていいのかですね。外に発信したと言え

るものなのか。顔ぶれを見ますと、内部

で勉強会をしたというように見受けられ

るんですけれどもね。その点、お聞かせ
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いただけますか。

　それと、携帯電話のことですね、教育

委員会としては今後どのように考えてい

くつもりであるのか、お考えをお聞かせ

いただけますでしょうか。

　続いて、１２番ですけれども、先日卒

業式、中学校の卒業式に参加をさせてい

ただきました。聞くところによると、全

体的に厳粛な卒業式であったと聞いてお

るんですけれども、私が中学校時代と比

べて、全体的に髪の毛が長い子が多いと

見受けたんです。私の時は耳までかぶっ

てはいけないとか、そういう風紀であっ

たと思うんですけどね。その点、校則は

今、現状はどうなっているのか、髪の毛

は耳までかかってもいいとか、靴下も今

はほとんどの方が紺と言いますか、黒と

言いますかの靴下をはいてて。私の時は

白でないといけないと、靴下は白でなけ

ればいけないというようなことであった

と思うんですけれども、数名の子が白の

ソックスをはいてたんですかね。今の校

則はどういうふうになっておるのかです

ね。皆さん、生徒さんは校則を守られて

おるのかどうかというのをお聞かせいた

だけますでしょうか。

　続いては１３番ですが、１２４ページ、

文化振興事業ですけれども、文化振興計

画では、摂津は「水の文化をつなぐまち

摂津」ということになってます。その具

体的な取り組みと言いますと、その中で

スポーツ等を楽しむ機会を充実というと

ころの中で、近隣市町との共催で淀川河

川敷を活用したスポーツイベントを検討

するということになっておりますけれど

も、実際そういう近隣市町とのスポーツ

イベントを検討されているのか、お聞か

せいただけますでしょうか。

　それと、都市交流、これは都市間の交

流ですからあれなんですが、水の文化交

流を検討するという部分もあります。こ

の「水の文化をつなぐまち摂津」という

ふうなことになってますけれども、その

取り組みぐあいはどうなっておられます

でしょうか。

　続いて、１４番ですけれども、学童保

育事業ですけれども、私、代表質問でも

質問させていただきましたし、先日の委

員会でも多くの方、委員の方々が質問を

されておられました。実際、現状として、

民間幼稚園とか民間の保育園でも、学童

保育を行っておられるところがあります。

その点は、摂津市として、教育委員会と

して把握をされておられるのか、お聞か

せをいただけますでしょうか。

　続いてですが、１５番、総合的教育力

の活性化事業ですが、第五中学校区地域

教育協議会の活動支援ということですけ

れども、もともと大阪府からということ

で、この分、大阪からの補助金も減って

きて、第一中学校区に１０万円というよ

うな形になってきてるんですけれども、

実際、予算の関係からかもわからないで

すけれども、その事業活動を見てみます

と、本当にその地域の中学校区の全体の

教育力を上げるための活動内容になって

いるかどうかということを疑問に感じる

ところでございます。その点は、教育委

員会としてどのようにお考えなのか、お

聞かせいただけますでしょうか。

　続いて１６番ですけれども、１２６ペー

ジ、成人祭の開催事業ですけれども、市

民体育館が閉館になって、その後なんで

すが、次の成人祭の開催するに当たって、

どこでするのか。その青春フリータイム

はどこで開催をして、どういうふうな。

　今までの形ですと、見てますのでわか

るんですけれども、次の成人祭というの

はどういうふうな内容でどういうふうな

形になっていくのか、お聞かせいただけ
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ますでしょうか。

　続いて、１３６ページです。ここに体

育施設の維持管理事業と、学校体育施設

の開放事業という部分があるんですけれ

ども、摂津市では、硬式野球ができると

ころが、現状としてはないような状態で

ありまして、軟式野球では学校開放とか、

施設開放、グラウンド開放というような

形で軟式野球はできるんですけれども、

日本で今、ＷＢＣやっておりますけれど

も、これだけ日本でメジャーなスポーツ

でありながら、硬式野球ができるところ

がないということへの見解をお聞かせい

ただけますでしょうか。

　続いてですが、体育施設の維持管理事

業の中で、旧鳥飼高校のグラウンドの維

持管理となっておりますけれども、続い

て１８番ですが、鳥飼高校のあと、これ

は高等支援学校になるということですけ

れども、今、現状として、大阪府の教育

委員会からその高等支援学校について、

どのようなスケジュールとか、具体的な

話というのはあるのか、お聞かせをいた

だけますでしょうか。

　それと、概要の方は終わりまして、次、

補正予算ですけれども、全体的な部分で

す。執行差金が出ておりまして、ある方

から、これ業者さんの方なんですけれど

も、給湯器を取り扱っておられるところ

なんですけれども、各教育委員会でさま

ざまな給湯器等を取り扱っておられると

ころがあると。その仕事は建設会社から

くるということを聞いたんです。その業

者さんは、指名登録をしてて、給湯器と

いうことで登録ということをしておるん

ですけれども、話としては教育委員会の

方から直接くるんではなくて、建設会社

の方からその給湯器の工事がくるという

ふうなことをおっしゃってました。

　その点、業者選定はその教育委員会と

して、そういう給湯器でしたら給湯器と

いうふうな部分で直接話ができるところ

があるにもかかわらず、建設会社を通し

て話をするという部分はどのようにお考

えなのかですね。

　その方がおっしゃってたのは、教育委

員会から話がきても、建設会社から話が

きても、うちから出す金額は同じなんや

と、建設会社から話がくると、その建設

会社に金額が乗ってるはずやということ

でおっしゃってましたので、その点は現

状はどうなのか、お聞かせいただけます

でしょうか。

○柴田繁勝委員長　森西委員に対して答

弁をお願いしたいと思います。

　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、森西委

員のご質問に対して、ご答弁させていた

だきます。

　まず、１番の新入学用品支給事業、ラ

ンドセルのことでございます。

　確かにおっしゃるとおり、ランドセル

を短期間で違うものにかえておるような

状況はございます。ただ、このランドセ

ルを大切に利用しておる児童もたくさん

おる現状もございます。学校への通学の

みならず、遠足にもこのランドセルを使

用したり、さまざまな機会に利用してお

る現状もございます。布製のものでござ

いますから、非常に傷みやすい状況もご

ざいますが、摂津市のマークの入ったこ

のランドセルに愛着を感じ、使用してお

る児童も多い現状でございます。

　そのような中で、物を大切にする教育、

これまでどおり続けてまいりたいと考え

ております。

　次に、質問番号５番の研究学校にかか

わってのことでございます。

　教育課程研究開発委嘱校とそのほかの

学校との違いでございます。基本的には、

－5－



教育課程研究開発委嘱校は、教育課程の

先進的な取り組みをしていただく学校と

考えております。特に授業改善にかかわっ

て、国語、算数のきめ細かな指導につい

て、新たな内容を進めていく、そのよう

な位置づけをしております。

　したがいまして、そのほかの学校につ

きましては、特色ある学校づくり、これ

を推進する補助金をつけまして、日常の

教育課程を充実させていく取り組みを行っ

ているところでございます。

　先進的な取り組みを行うのか、そうで

ないのかの違いというふうにご理解いた

だければと思っております。

　続きまして、６番の学校部活動助成事

業にかかわってでございます。

　さまざま、今後検討してまいりますと

お答え申し上げてきました。その中で改

善できたことにつきましては、一つは部

活動の指導者派遣の増員、あるいは増回

数ができたこと、非常に部活動の運営に

かかわって、指導者がいないために継続

が困難な学校が多くなっております。そ

の中で、部活動の指導者派遣、充実して

きたところでございます。

　また、合同部活動にかかわりましては、

検討を重ね、スポーツの種目によっては

一部合同部活動が実現しておるところで

ございます。

　また、今年度、二つの部活動にかかわ

る事業を統合いたしました。学校体育振

興事業、学校部活動等助成事業の二つを

統合したんですが、これは運動部、文化

部にかかわらず、部活動全体を支援して

いく、そのような立場を教育委員会とし

て示したところでもございます。一本化

することで部活動の意義をより一層積極

的に認めていったと、そのようにご理解

賜ればと思っております。

　続きまして、７番の学力定着度調査事

業にかかわってでございます。

　委員ご指摘のように、事後の発信が大

切であると考えております。教育委員会

では、せんだっての携帯電話の利用にか

かわる講習会も含め、生活習慣の改善等

の啓発ですね、これをさまざまな機会を

通して行っております。学校ではＰＴＡ

のさまざまな集まり等でも行っていると

ころではございますが、学級では学級懇

談会、これは学校によって差はございま

すが、最低学期に１回以上、学級懇談会

が行われております。また、個人懇談も

少なくとも年１回以上行われております

ので、その機会にさまざまな生活状況等

についてもお話ししておるところでござ

います。

　ただ、学校の発信が弱いことは事実で

ございます。各学校の状況は各学校が一

番把握し、発信できる状態にありますが、

まだまだ弱いところであると、そのよう

に感じております。

　したがいまして、今申し上げたような

機会を利用して、さらに各学校個別の課

題、状況を保護者に発信する必要がある

と感じております。

　続きまして、８番の小中連携教育推進

事業でございます。

　この小中連携教育推進事業では、協議

会を立ち上げまして、今年度で２年目に

なります。その中で、組織の確立、そし

て生徒指導の体制の確立を図ってきたと

ころでございますが、次は本格的に教科

連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。今年度の位置づけでは、教科連携に

つきましても体制を確立し、さらに、２

１年度は発展させる、このような計画で

はございますが、各中学校区で行われて

おります小中合同研修会においても、教

科の連携についても協議されておるとこ

ろでございます。
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　このような取り組みを支援するため、

例えば教育委員会ではスクール広場協議

会で算数・数学、国語の教科連携につい

て話し合いを持っておるところでござい

ます。この内容についても、各校区ごと

の取り組みに終わらないように発信する

ことが重要であると考えております。

　次に、１０番の体力テストにかかわる

ことでございます。

　平成２１年度の全国体力・運動能力・

運動習慣等調査にかかわりましては、せ

んだっての代表質問においても、全小・

中学校で小５、中２を対象に行うとご答

弁させていただきましたが、この事業は

国の事業でございます。したがいまして、

参加主体は本市でありますが、予算事業

ではございません。そのため、この予算

概要、あるいは予算書に載っていないと

いう状況でございますので、ご理解賜り

ますようお願いいたします。

　次に、１１番の携帯電話の利用につい

ての講習会の件でございます。

　この講習会、３月１４日、土曜日、三

宅柳田ホールにて開催させていただきま

したところ、７２名のご参加をいただき

ました。その中でよく見た顔が参加して

いるという声がございましたが、確かに

教育委員会事務局含めて、市役所関係の

方、２０名近くおられました。

　しかし、関心を持っていただき、さま

ざまな形で発信をしていただくことが重

要であると思っております。講師の下田

真理子先生ともお話ししておったんです

けれども、まず最初は人数が少ないかも

しれない、しかし、そこで内容が本当に

大事であれば、そのことが地域で、家庭

で、さらに広がっていくだろう、そのよ

うにおっしゃっておりました。私もその

とおりだと思っております。この事務局

の参加者、市役所の参加者につきまして

も、家庭で、地域で、さらに広げていた

だけるものと思っております。

　とにかくまず人に集まっていただき、

地道に広げていくこと、これが重要だと

考えております。

　しかし、そうは申しましても、１６０

名の収容能力のあるホールで７２名でご

ざいます。さらにたくさんの人が集まり、

問題の認識が市全体に広がるよう、努力

を続けてまいりたいと考えております。

　続きまして、中学校の校則の問題でご

ざいます。

　おっしゃるとおり、我々の中学校時代

とは随分、服装等様変わりしております。

校則については、時代に即したものに変

化はしております。髪の毛は以前はもう

男子は丸坊主とか、そんな校則も存在し

たことがございますが、今は長さの問題

よりも、例えばパーマをかけないである

とか、染めないであるとか、そのような

ことが校則に記されておるような状況が

ございます。

　また、校則で子どもたちの生活をがん

じがらめにするのはいかがなものか、そ

のような声があるのも事実でございます。

その中で、最低限必要な学校生活のルー

ルを示していくものが校則であると考え

ております。守れているかどうかという

お問いでございましたが、確かに一部違

反はございます。全員がきちんと守れて

おる現状ではございません。

　しかし、各中学校では、この違反して

おる生徒に対して、なぜ違反しているの

か、それは本当に必要なものかどうか、

そういった点を細かく話し合いもしなが

ら指導をしておるところでございます。

　この校則の内容については、保護者に

も、例えば新入生の説明会や学年懇談会

等で本校はこのような校則をつくり、子

どもたちに広げているんだと説明してお
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るところでもございます。

　最後に、鳥飼高校の高等支援学校新設

にかかわっての問題でございます。

　鳥飼高校閉校後、府立支援学校の教育

環境の整備充実の一環として、支援学校

が新設されます。新設までに一部、他校

の高等部ですね、自立支援コースの一部

がここへできると、そのような内容にも

なっております。

　状況としましては、２２年度に仮校舎

ができ、大規模校のその自立支援コース

一部を受け入れ、その次の年度から知的

障害のあるお子さんの小学校部、中学校

部、高等部の設置されておる支援学校が

できる、そのように聞いておるところで

ございます。

○柴田繁勝委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　２番目の防犯ブ

ザーの故障について、お答え申し上げま

す。

　防犯ブザーにつきましては１年間貸与、

その後に、１年間貸し付けした後、無償

譲渡ということで、保護者にお渡しいた

しております。現状、学校から貸与いた

しますので、まず事前に学校で納品受け

た後に、鳴動確認等していただいた形で

お渡しすることになっておりますので、

現状、この１年間で防犯ブザーが鳴らな

いから交換してほしいという形では、受

けてないということでございます。

　一番最初に選ぶ場合に、なるべく堅牢

なもの、丈夫なものを選定して選びまし

たので、基本的には１年間は使えている

という認識に今、立っております。

　それと、１９番目の給湯器のお問い合

わせなんですけれども、個別の案件につ

いては申し上げにくいんですが、一般的

に総務課が学校施設の中で給湯器をつけ

る場合、例えば支援学級にどうしてもシャ

ワーが要るとか、そういった場合には、

一定の配管であるとか、教室の改造とか、

そういう請負の絡むものにつきましては、

やはり建築会社通じて、その部屋の改修、

配管含めて給湯器も買っていると。です

から、給湯器を個別に買って、それを現

品貸与して請負業者に工事していただく

という形はとっておりません。

　例えばそれが故障した場合は、当然な

がら請負業者がわかっている場合は請負

業者通じて、その故障の修繕をしてもら

う場合もございますし、過去において単

品で買ってる場合は、ガスの販売店通じ

て修繕もお願いしている、いろんな個々

のケースがございますので、私どもは請

負業者に必ずやるということではないと

いう形でお願いしたいと思います。

○柴田繁勝委員長　平松参事。

○平松学校教育課参事　質問番号３番の

教職員人事異動に係る内申書について、

ご説明申し上げます。

　学校に勤めております教職員のほとん

どは大阪府が給料を支払う府費負担教職

員でございます。その府費負担教職員の

異動につきまして、その任命権者であり

ます大阪府教育委員会に報告することを

内申と申しまして、それに係る書類のこ

とを内申書と言います。

　人事異動に係りましては、例えば新規

採用、それから学校間の移動、退職、あ

るいは教頭から校長への昇進等、異動に

係りますすべての事柄につきまして、個々

の教職員ごとに内申書をつくりまして、

それを大阪府教育委員会の方に報告する

ものでございます。

　ですから、今回、年度末、年度当初の

異動につきましては、約１００名ぐらい

の職員の異動がありますので、それにつ

いてすべて内申書をつくって、大阪府教

育委員会の方に提出するものでございま

す。
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○柴田繁勝委員長　次、大橋参事。

○大橋学務課参事　質問番号９番、小学

校給食調理場改善事業についてご答弁申

し上げます。

　前回、平成１９年度、鳥飼西小学校の

調理場の工事を実施いたしましたが、鳥

飼西小学校につきましては、過去に大規

模な手直し、また増築があったことで、

その部分の撤去であるとか、またトイレ

を休憩室に改修するなど、工事そのもの

の内容が若干複雑でございました。そう

いった意味では、鳥飼北小学校の場合は、

部分的な手直しも行っておらず、鳥飼西

小学校ほど複雑ではないと考えてはおり

ます。

　ただ、完全ドライ化施設として改修さ

せていただきますので、そういう意味で

平米数の増も検討しておりますし、その

部分で先ほどの委員会でも答弁させてい

ただいたんですけれども、天候の関係で

あるとか、業者の持っておるノウハウで

あるとか、そういった部分で工期のこと

を今後検討するということが必要になっ

てくるとは考えております。

　学務課といたしましては、委員会の方

でも指摘いただいておりますので、休み

中、夏休み中の工期完了ということで努

力はしていきたいと考えておりますが、

その辺のところが若干不透明な部分もご

ざいますので、できるだけ早く業者を選

定させていただいて、検討の上、確定さ

せていきたい。もしそういうことが工期

の部分で代替給食ということがあれば、

前回の経験を踏まえて適切に対応してま

いりたいというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　続いて、小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります、質

問番号１３番、文化振興計画につきまし

てご答弁させていただきます。

　摂津市は水の恵みを受け、水の脅威を

克服してきた文化を持っております。そ

の水の文化を引き継ぎながら、本市の文

化を創造していくということで、「水の

文化をつなぐまち」を、摂津市の文化振

興から見た都市像としておりますけれど

も、スポーツ文化の振興を図る上でも、

具体的な取り組みといたしまして、淀川

河川敷を活用するスポーツイベントを上

げております。

　本市では、市民マラソン大会、これを

例年大正川の河川敷で行っておったわけ

でございますけれども、本年度の取り組

みから、淀川河川敷をコースとするマラ

ソン大会を実施いたしました。参加者は

５５８名と、この大正川河川敷で行った

時よりも１００名程度多く参加していた

だきました。マラソン大会には、多くの

団体にもご協力いただきながら、ただ単

にマラソンを走る、楽しむというだけじゃ

なしに、地域の方が参加して、応援の方

も多くこられる、大変盛り上がった大会

となりました。

　淀川上流では高槻市や島本町、下流で

は大阪市とつながっております。現在、

具体的な他市との協働でのスポーツイベ

ントの計画はございませんけれども、他

市でも淀川の河川敷を利用されたイベン

ト等をされていることもあろうかと思い

ます。そういったことも含めまして、三

島地区の社会体育の担当者会であったり、

三島地区体育連合、こういった会合に私

どもも出席しておりますので、そういっ

た中で共同での開催等についても議論し

ていけたらなと考えております。

　それと、文化振興を図る上での都市交

流という件なんですけれども、摂津市は

旧の摂津の国ということで、摂津圏文化

行政連絡協議会、兵庫県、大阪府下にま

たがっておりますけれども、この協議会
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に参画しております。その中で、それぞ

れの市町村が抱える文化振興の課題や取

り組みの現状について意見交換をしてお

りますので、そういった中でも文化振興

の交流を図っていきたいと考えておりま

す。

　次に、質問番号１７番、体育施設維持

管理にかかわりまして、硬式野球の場の

確保でございますけれども、摂津市では

野球が楽しめる施設として青少年運動広

場、スポーツ広場と、ダイキン工業さん

のグラウンド等も借りて野球の大会を行っ

ておるわけでございますけれども、現在、

硬式野球を許可している施設はございま

せん。ただ、青少年運動広場につきまし

ては、ノックであったり、トスバッティ

ングですね、そういったことに限って許

可をさせていただいております。

　施設管理の問題もあるんでございます

けれども、硬式野球となりますと、軟式

野球、ソフトボールに比べましてバック

ネットであったり、フェンス、これの強

度の課題もあったり、利用者には子ども

さんや高齢者の方等もおられます。また、

付近にボールが出るといった心配もあり

ます。そういったことも含めまして、現

状の利用形態でお願いしたいと考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　青少年課に係ります

３点のご質問についてお答えさせていた

だきたいと思います。

　まず、質問番号１４番、学童保育に関

連しまして、民間の幼稚園、保育園での

学童保育の実施状況というお問いでござ

いますけれども、これにつきましては、

今現在２か所、千里丘愛育園と、それか

ら摂津ひかり保育園、こちらの２園でさ

れているということを一応把握しており

ます。

　この対象としては、どちらもですけれ

ども、主にその卒園児を対象に、小学校

に上がられたお子さんの学童保育という

ことをされておられるようです。それぞ

れ施設によりまして、送迎の問題とか保

育料、そういった点の違いはありますけ

れども、一応内容的にはそれぞれの施設

のホームページにかかる程度の内容は一

応把握しております。

　続きまして、１５番、中学校区総合的

教育力協議会、愛称「すこやかネット」

と我々の方では申しておりますけれども、

これにつきましては、平成１２年度から

この取り組みが行われまして、１４年度

で全中学校区で設置されたところでござ

います。

　この活動につきましては、現在でも全

校設置から約６年たちますけれども、一

定、いろんな地域での取り組みというん

ですか、活動とか、そういったものが定

着してきたものと思います。

　各校区の方でも、校区によりまして、

物は違いますけれども、こういったニュー

ス的なものも発行されて、ふだんのその

１年間の取り組みといったものも、地域

で回覧、自治会等の回覧等で流されてお

られます。

　それから、これに関連しまして、市の

方の考え方でございますけれども、平成

２０年度から学校支援地域本部事業とい

うのがスタートいたしました。これは一

つ、ベースとしては大阪の場合は中学校

区ごとに、こういった協議会が設置され

ているということで、そういったところ

を母体に、学校の中で今、学校教育基本

法の中でも、学校、家庭及び地域住民等

の相互の連携、協力が規定されたという

ことで、学校教育が多様な課題を抱える

中で、地域がさまざまな形で学校支援し

ていくといったことが求めておられます
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し、そういったことを支援する制度がこ

の昨年の年度途中でしたけれども、スター

トいたしました。

　これに対して、我々の方としても、こ

ういった新たな制度ができたということ

を各中学校区の「すこやかネット」の方

にもお知らせし、活動が少しでも円滑に

動くようにということで連携をとってお

ります。これは２０年度から２２年度ま

での３年間の補助事業ということでござ

いますけれども、そういった中で一定の

こういったニュース等出される費用とか、

あと、ここに有償のコーディネーターの

方の謝金等もこの費用の中で出るという

ことが出ております。

　そういったものを学校の中でうまく活

用していただいて、学校それから家庭、

地域、そういった三者がうまく地域の教

育力を上げられるような取り組みについ

て、市としては、さらに支援していきた

いと考えております。

　それから、続きまして１６番目のご質

問、成人祭に関連しますご質問でござい

ますけれども、この３月をもちまして、

市民体育館の方が一応閉館となります。

それで、次年度の成人祭の開催というこ

とでございますけれども、一部の式典に

ついては従来どおり文化ホールで行いま

す。二部につきましては、今現在、三宅

柳田小学校の体育館を来年度の開催にお

いてお借りしたいということで、今、内々

にはお話を進めさせていただいておりま

す。この成人祭のこの第二部、青春フリー

タイムですけれども、一部の式典に引き

続いて、新成人が久しぶりに会った友達

同士とゆっくり歓談できる場として、午

前、二部制とっておりますけれども、い

ずれも約２００名前後の多くの新成人の

方がこの中で集われております。そういっ

たことも踏まえて、来年度、ちょっと場

所は離れますけれども、そちらの方で開

催すべく、今、準備をしておるところで

ございます。

○柴田繁勝委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　４番目の研究所の

跡地活用について、ご答弁申し上げます。

　研究所につきましては、男女共同参画

センターが新しいコミュニティプラザに

移った跡の場所に移転を計画しておりま

す。

　現在の教育研究所の跡地につきまして

は、まだ具体的にどういうふうに活用す

るという策がまとまってはおりません。

もちろん、教育委員会の中でも活用方法

について、一定考えはあるわけですけれ

ども、これは市全体の公共施設の配置の

考え方もあろうかと思いますので、今後、

市長部局とも十分協議をしながら、有効

な活用方法を決めてまいりたいというふ

うに考えております。

○柴田繁勝委員長　森西委員、２回目の

質問。

○森西正委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　１番の新入学用品の支給ですが、ラン

ドセルの件ですけれども、市民の方から

こういうようなことがありまして、物を

大切にという部分もありますけれども、

子どもの体の成長という意味から、毎日

斜め掛けにかばんをかけているというこ

とになると、片方にその重さがかかって、

やっぱり成長する段階で骨が曲がったり

とか、そういう弊害というものはないの

かなということを聞きました。斜めから

かけたり、ランドセルを後にリュックみ

たいな形でされてる子もいてたり、さま

ざまな形態をとっておるんですけれども、

体の成長という意味から、どのようにお

考えなのか、お聞かせいただけますでしょ

うかね。
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　続いて２番の安全対策事業の防犯ブザー

の件ですけれども、丈夫なものというこ

とで、点検をして渡しているというとこ

ろですけれども、貸与をしてから、例え

ば学校で何か故障しているかどうかとか、

防犯ブザーを鳴らすというようなことが、

実際にその点検として行われているのか

どうか、その点をお聞かせいただけます

でしょうか。

　続いて、３番の教職員人事異動に伴う

内申書の用紙購入におけることですけれ

ども、その点は内申書ですね、どういう

ふうな部分というのはわかりました。こ

の件に関しては、後の質問を控えさせて

いただきます。

　続いて４番ですけれども、教育研究所

の件ですね。跡地活用はいまだ考えてい

ないということですけれども、これは、

これからなんでしょうけれども、移転を

して、すぐ何か考えていくものなのか、

ある程度やっぱりその期間を１年や２年

置いたまま、何かして考えていくものな

のか、まだ考えてませんということです

けれども、その点の方向性だけはお答え

いただけるのか、それも無理なのか、お

聞かせいただけますでしょうか。

　続いて５番ですけれども、摂津市の教

育学校園補助事業ですけれども、教育課

程の先進的な部分ということで、ほかは

特色ある学校づくりという部分というふ

うなことをお聞かせいただきました。こ

の点はよくわかりましたので、質問を控

えさせていただきますので。

　続いて６番ですが、学校部活動等の助

成事業です。

　さまざまな検討はしていただいたと思っ

ております。前向きな部分もご答弁はい

ただきましたけれども、以前もこれは話

しさせていただいたんですが、やはり生

徒からすると、自分の行いたい部活動で

すね、この先、進んでいきたいというよ

うなところが実際にないと。そういう部

分を断念しなければならなかったり、今

まで子どもの時から、小さい時から進ん

できた、人生の中で進んできた部分が、

これから先、進むべきものがないとかい

うようなことが現実にあるわけですよね。

　教育委員会としては、いろいろ考えた

上で、生徒が思っているような部分をな

かなか進めないんやということで、そこ

でどういったらいいんでしょうね、切る

というか、そのようなことになろうかと

思うんですけれども、そしたら生徒の方

からすると、やはりそれは納得できない

部分があろうとは思うんです。

　その最終的な部分は、やはりすべての

生徒があらゆる選択をできるような部分

をつくっていくというのが、これは教育

委員会の仕事であろうと思うんですけれ

どもね。選択をして、選択をした中でま

たいろいろな失敗があったり、違う人生

に進んでいこうという部分があれば、そ

れは生徒の方も納得することはできよう

かと思いますけれども、それがはなから

ないということであると、生徒もやっぱ

り納得できないと思いますし、保護者の

方も納得できないと思いますので、その

点、すべての生徒がさまざまな選択がで

きる、クラブ活動の選択ができるという

ような取り組み、考えをこれから検討し

ていくというふうに考えるのか、それは

やはり予算の都合上、無理なんやという

ことなのか、お答えをいただけますでしょ

うか。

　続いて７番ですが、学力定着度調査事

業ですけれども、ＰＴＡのさまざまな会

合とか、学級懇談会とか、個人懇談会と

か、学校で個別で保護者の方にというふ

うなことのご答弁ですけれども、実際、

生活習慣を改善していこうというふうな
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ことでありますと、結局、その児童・生

徒の生活がどういうふうであるかという

のを把握しなければならないと思うんで

す。把握しなければ、生活習慣を改善す

るということは不可能なわけですよね。

そうなってきますと、保護者の方と、や

はり会う機会とか会話をする機会とかと

いうのをつくらない限り、なかなか生活

習慣を改善するというのは難しいとは思

うんですけれどもね。

　その点、学校としては、例えばその児

童が学校外での生活はどういう生活をし

ているとか、その保護者はどういうふう

な生活をしているとか、仕事をしている

とか、そういう部分というのは把握を現

実としてされているものなのか、お答え

をいただけますでしょうか。

　続いてですが、８番、摂津市小中連携

教育の推進事業ですけれども、これから

教科を連携していくというふうなご答弁

いただいたんですけれども、各小学校で

児童が学力的に劣っているとかというと

ころがテストで把握できるわけですよね。

日常の部分でも、担任の先生というのは

把握をできるわけですよね。そういう、

例えばその小学校で「こういうところに

問題点がある」ということが、中学校の

先生に、小学校から引き継ぎをされてい

るものなのか、その点をお答えをいただ

けますでしょうか。

　続いて９番ですが、小学校の給食調理

場の改善事業です。鳥飼北小学校は、鳥

飼西小学校ほど複雑でないということで

すけれども、業者のノウハウとかいう部

分で工期はおくれるかもわからないとい

うところですけれども、根本的に鳥飼西

小学校おくれたわけですよね。それは例

えば、６月に議会があって、そこでとい

うようなことで、前回はおくれたという

部分もあって、問題があっておくれたの

か、例えば業者を選定、入札とかという

過程でもっとおくれたという原因があっ

たのか、いやそれは違うんだというふう

なことなのか、お答えをいただけますで

しょうか。

　それと、前回、鳥飼西小学校では、仕

出しを取られたということですけれども、

先日の委員会で、学校給食、スクールラ

ンチのという質問がありまして、学習指

導要領のところでは、給食は努力義務で

あるということでの議論もありました。

　私は、学習指導要領には努力義務と載っ

ておりますけれども、保護者は子どもの

ために、本来、子どもの成長のために、

親が弁当をつくるというのが、親が愛情

を持って子どもが健やかに成長するため

に弁当をつくるというような、そこのそ

の気持ちですね、感情というのがあるべ

きであろうと思うんです。保護者の方が

仕事で忙しいとかいうふうなところがあ

ろうかと思いますけれども、忙しくても

朝早くから起きて、子どものために弁当

をつくるというのが本来の親の務めであ

ろうと思うんですけれども、その点、教

育委員会としてお考えはどのように考え

ておられますか。お答えいただけますで

しょうか。

　続いて１０番ですけれども、体力テス

トの件ですが、これは国の事業というこ

とで、ここには載せてない、載ってない

ということですけれども、実際、その体

力テストをされてて、橋下知事で体力テ

ストというのは注目度が大きくなったん

ですけれども、大阪府というのは高校の

スポーツ、部活動という部分では全国の

トップクラスなわけですよね。大阪府と

いうのは、スポーツできる子と、全体的

には体力がないというふうに言われてま

すから、体力調査でもって、結果として

は体力がないというふうな結果に出てき
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てましたので、結局、体力がある子とな

い子との格差ですね、体力格差というの

が現実的にあろうと思うんですけれども、

そしたらその体力格差をなくすために、

体力がない子をどのように体力をつけて

いくのかという部分を考えていかなけれ

ばならないと思うんですけれども、その

点、教育委員会としてはどのように体力

を上げていくというふうにお考えなのか。

　これは恐らく学校の、学校内で体力を

上げていくということだけでは難しいと

思います。子どもの時から外で遊ぶとか、

そういうことがないと、体力が上がって

いくということは難しいと思うんですけ

れども、だんだんとその都市化によって

遊ぶ場が少なくなっているとかいうこと

も現実です。そのような中で、体力を伸

ばしていくためにどのような考え、方策

をとっていくのか、教育委員会としてお

聞かせいただけますでしょうか。

　続いて、生活習慣の改善ですが、携帯

電話。この前の携帯電話の講習会で、ま

ず市役所関係の人、まず人に集まってい

ただくと、集まっていただいてそれから

広めてもらうということですけれども、

そしたら、次に広めてもらう方策はどの

ようにお考えなのか、お聞かせいただけ

ますでしょうか。

　これは保護者の方、摂津市民の方に広

げていかなければならないというふうに

思うんですけれども、その方策をお教え

願えますでしょうか。

　それと、学校で今現在、その携帯電話

の持ち込みですね、これチェックとか、

どのような形をとっているのか、お聞か

せいただけますでしょうか。

　それと１２番ですけれども、校則です

けれども、一部、校則違反をしている子

はいるというふうなご答弁です。実際に

私の子どもの時も、実際そういう子がい

てましたから、いつの時にもそういう子

はいてるんだろうなと思うんです。私が

そしたらすべて校則を守ってたかいうた

ら、それもやっぱり多感な時ですから、

やはり背伸びをしたりとか、その時の文

化とか時代の流れで、やっぱり校則を枠

を飛び越えてという部分はあろうかと思

うんです。

　その中で、たばこですけれども、ある

たばこ屋さんが、「中学生がタスポを持っ

てきて、タスポをかざしてたばこを買っ

ていった」と、自動販売機で、というこ

とを聞いたんです。そういうことになる

と、タスポはどうやってその中学生が持っ

てるのか、親が持ってる分をこっそりと

持ち出してきたのか、もしくはその親が

与えているのかということになってこよ

うかと思うんです。本来は持てないもの

ですし、持ってることがおかしいという

ことになりますのでね。その点、そのた

ばこに関しては、教育委員会としてはど

ういう方策をもって、日常的などういう

対応をしていって、学校ではどういうふ

うにしておられるのかですね、お考えを

いただけますか。

　それと、校則に関してですが、中学校

という部分は校則がありますけれども、

小学校ですね、これは人それぞれ考えが

違ったりとかという部分がありますので、

小学生で茶髪の子が大変多くいてます。

その茶髪は人それぞれの個性があってい

いんだというふうな教育委員会の考えで

あるのか、その点はやっぱり控えていた

だくというような考えをとられているの

か、教育委員会としてはどのような考え

なのか、お答えをいただけますでしょう

か。

　それと、中学校に上がった時に髪を染

めてはいけないというふうなことですよ

ね。それまで、例えば小学校で保護者の
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意思があって髪を染めてたと、茶髪にし

てたと、それが中学校に上がってそこか

ら校則でだめなんやと、髪を染めたらだ

めなんだというふうなことでいきますと、

「小学校ではよかったのに、何で中学校

ではあかんねん」というふうな考えを持

つ子もいてると思うんですけれども、そ

の点もどのようにお考えなのか、お聞か

せいただけますか。

　続いて１３番ですけれども、文化振興

事業ですが、「水の文化をつなぐまち摂

津」ですが、市民マラソンも淀川で開催

をされたということですし、これからさ

まざまな検討をされていくんではないか

なと思うんですが、他市との共同でイベ

ントは今はないのですが、そういうこと

もぜひとも開催をしていただきたいと思

いますし、三島地区と言いますか、北摂

だけでなくて、大阪府とかそういう大き

いところでやはり淀川を利用すると。多

くの人が摂津に足を運んでいただくと。

運んでいただいたら、こういうふうな淀

川というところがあって、こういうふう

な部分があるんだということを、ぜひと

もＰＲをしていただきたいと思いますの

で、これは要望とさせていただきます。

　続いて１４番ですけれども、学童保育

事業ですけれども、民間の保育園で２か

所、学童をされているというところです

けれども、現実的には、小学校で学童が

あって、さらに民間の保育園で学童をさ

れていると。実際はそしたら人数把握を、

民間の保育所、ユーザーというか、市民

の希望からしますと、民間の保育所に行

かれている人数の方と、小学校で学童保

育をしている人数を合わせた人数が、希

望人数であると考えていかなければなら

ないと思うんですけれどもね。「卒園生

やから、そしたら学童はそっちで」との

考えで本当にいいのか、将来のその学童

の人数を考えていく上では、民間の保育

園とか、そのほか学童に行かれている子

も、人数の計算に入れて今後の学童の計

画等をつくっていかなければならないと

思うんですけれども、その点はいかがで

すかね。学童の保育室を例えば修繕、改

善とか新たにつくっていくことというの

は、やはりその将来を見越してつくるわ

けですから、将来を見越すということか

らいきますと、民間の保育園等で学童を

している人数も考えていかなあかんと思

うんですけれども、その点はどのように

お考えですか。お答えいただけますか。

　続いて１５番、総合的教育力の活性化

事業、「すこやかネット」ですが、そし

たら、今、現状で、第一中学校から第五

中学校ですね、「すこやかネット」を具

体的にどういうふうな活動をされている

のかという部分をお聞かせいただけます

でしょうかね。

　続いて１６番ですが、成人祭の開催事

業ですが、今、ご答弁で「式典は文化ホー

ルで、その後の二部は三宅柳田小学校体

育館ということで、分けて」ということ

ですけれども、そうなってきますと、

「式典に参加をしなくて二部だけ」とい

う方も出てこないのかなと思うんです。

　そうしますと、その式典は閑散と、人

数がいてないところで式典をして、二部

だけということにならないのかなと。今、

私は思ったんですけれども、そういうこ

とにならないように、何か考えですね、

式典と三宅柳田小学校体育館に、両方と

も数多くの人が参加をしていただくとい

うようなことをどのようにお考えなのか、

お聞かせいただけますか。

　次、１７番ですけれども、この硬式野

球のグラウンドですね、できるところと

いうのが、今、摂津市では許可している

ところはないと。現状のままでお願いし
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たいというところですけれども、そした

ら、教育委員会としては硬式野球をする

ところは、どういうところでしてくださ

いと言うのか、その点、お聞かせいただ

けますか。

　続いて１８番ですが、鳥飼高校の跡地

です。今、ご説明いただいて、これから

大阪府の方からいろいろと説明等がある

んだと思うんですけれども、東大阪で全

日制の玉川高校がこの高等支援学校にな

りました。その玉川は、その高等支援学

校になって、玉川高等支援学校というふ

うな形で、玉川という校名がそのまま引

き継がれた形になってます。ぜひとも鳥

飼という部分ですね、鳥飼という名前を

ぜひとも次の高等支援学校にも引き継い

でいただくというような形で、教育委員

会の方から要望をしていただきたいと思

うんですけれども、その点、教育委員会、

どのようにお考えなのか、お聞かせをい

ただけますでしょうか。

　それと、ほかに高等支援学校になるに

当たって、教育委員会の方から、摂津市

の教育委員会の方から大阪府教育委員会

の方に要望していくと、ほかに何かさま

ざまな要望をしていくという部分、今、

考えておられるのか、お聞かせをいただ

けますでしょうか。

　１９番ですが、給湯器の件です。その

点は個々にいろいろな形態があるんで、

なかなかあれだと思うんですが、実際に

その給湯器販売店の方がそのようにおっ

しゃってましたので、また私もその方に

今、ご答弁いただいた部分をお話しさせ

てもらいます。その時に、その方がまた

どういうふうにおっしゃるかというのは

あると思いますけれども、「いや違うん

だ」ということであれば、また改めて質

問させていただきたいというふうに思い

ますので、２回目、以上です。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　では、森西委員の

２回目のご質問にご答弁させていただき

ます。

　まず、ランドセルの件であります。

　肩かけのかばんが、子どもの体の成長

にとってどうであるか、これについては

重たいものを一日中下げておれば影響は

あるのかと思うんですけれども、どの程

度かければ影響があるのか、そういった

データを私ども実は持ってないところで、

成長への影響はここではちょっとお答え

することはできません。

　ただし、小学校１年生の子どもがラン

ドセルを背負うということについては、

これは安全面の配慮があると考えており

ます。両手があいている状態である。こ

のことは、大事でないかなと思っており

ます。非常にたくさんの荷物を両手に持っ

て、登校を急ぐ、こんな場面があると非

常に危険ではないかと思いますし、そん

な意味からすると、低学年にランドセル

は必要なのではないかなと思っておりま

す。

　なお学校の方では、荷物を一度に集中

して持って行ったりすることがないよう

に、そういう配慮は各担任が指導してお

るところでございます。

　次に、防犯ブザーの貸与時の点検でご

ざいますが、これは基本的に担任が行っ

ております。その時に不具合があるよう

なものがあれば、市教委事務局総務課の

方へその旨、報告することになっており

ます。

　続きまして、部活動の件でございます。

　確かに部活動、生徒のニーズにこたえ

てやりたい、そんな思いは教育委員会で

もございます。ただし、現在、その学校

のあり方、教育課程の問題もございます。

さまざまな教育課程の問題を実施してい
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くに当たって、部活動が最優先されてる

課題では、実はございません。決して軽

視しているということではございません

が、またその地域連携の問題や、各学校

の規模の問題です。非常にクラス数が減っ

た中で担任数も減っておる、教員数が減っ

ておる、その中で多数のクラブを運営す

ることは今、困難な状況にはなっており

ます。

　さらに安全面の問題、他校へ部活動を

しに行く状況の中で、安全面が本当に確

保できるのかどうか、マイナス面ばっか

り上げても仕方ないんですけれども、教

育課程の問題や地域との連携、学校規模、

安全面、このようなリスクはございます。

　しかし、そのリスクがある中で、何と

か希望に沿えるようなことができないの

かどうか、また現状の部活動を何とか維

持していきたい、そういう思いでござい

ます。

　部活動が優先ではないと先ほど申し上

げましたが、しかし、子どもたちが教育

活動の中で非常に楽しみにしており、成

長にとって欠かせないものであるとは認

識しております。

　方向性としましては、このような中で

何とか部活動そのものは確保し、維持し、

さらに今後発展できるところがあるかど

うか、考えてまいりたいと思っておりま

す。

　そのためには、先ほどのことと若干矛

盾するかもしれませんが、地域と結びつ

くことも必要であると考えています。生

涯学習スポーツ課の行っておるような体

育関係の事業とどう連携していくか、そ

んなことも課題ではないかなと考えてお

ります。

　次に、学力調査にかかわって、もちろ

ん、児童・生徒の生活状況については、

担任を中心にこの実態を把握しておると

ころでございます。ただ、保護者の生活

の現状まで、すべては把握できていない

のが現状ではないでしょうか。保護者の

勤め先であるとか、そのようなことは緊

急の連絡のために情報としては得ており

ます。しかし、細かい保護者の生活実態

まではわからない状況がございます。

　その中で、常に今、子どもがどこにい

るのか、また子どもに何かあれば保護者

とどう連絡を取り合えばいいのか、その

ような情報については、学校の方では把

握しておるところでございます。

　次に、小中連携にかかわって、中学校

との引き継ぎでございますが、これに関

しましては、義務教育、小学校から中学

校へのこの橋渡しの中で、必要な情報に

ついては行っております。個別に行う必

要があるもの、例えば体調の問題である

とか、そのような内容については情報交

換を行っております。さらに、小学校６

年の担任と次年度の中学校１年の担任の

間の中で、学年全体の学力の状況、ある

いは生活の状況についても情報交換を行っ

ております。

　次に、弁当をつくるのが親の務めでは

ないか、それに対しての教育委員会の考

え方でございます。弁当をつくるかどう

かはともかくとして、保護者として児童・

生徒の教育を考えていくことは、これは

義務であると考えております。さまざま

な状況の中で、毎日弁当をつくってやれ

るかどうか、それについては状況がいろ

いろあるとは思います。ただそのような

中で、子ども自身が毎日の食生活もきち

んとし、そして安心して学校へ行ける状

況をつくってやるのが保護者の責務では

ないかと考えております。

　体力テストにかかわってでございます。

府の全国体力調査にかかわっての結果分

析等見ておりますと、非常に運動時間に
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関して二極化が見られると、そのような

報告がございました。

　これは学力に関しても二極化、拡散化、

よく言われております。非常に学力と体

力は相関関係あるんじゃないかなと思っ

ております。関心の問題、そして生活状

況の問題もかかわってこのような二極化

も生まれておるのではないかと考えてお

ります。

　体力の格差をなくすためには、まず規

則正しい生活が送れることが必要じゃな

いかと思っております。そういう意味で

は、学力の問題、体力の問題、共通して

おると思います。また地域との連携も必

要である。学校だけですべての力を身に

つけることはもちろんできません。その

中で連携も今後さらに必要であると考え

ております。

　次に、携帯の問題でございます。

　市民に対しての啓発、せんだっての講

習会でも行わせていただきました。次は

この内容を踏まえて、各学校でも、そし

てまた各学級でも保護者へ、あるいは児

童・生徒へ内容を周知していくことが必

要であると思っております。

　大きな範囲での啓発、そして狭い範囲

での啓発、また大きな範囲で、そのよう

に繰り返していくことが必要ではないか

と我々は考えております。

　なお、携帯電話の学校への持ち込みは

原則禁止されております。毎日毎日、荷

物チェックは学校ではいたしておりませ

んが、保護者からの申し出があった場合

に、職員室で預かるようなことをしてい

る学校はございます。

　また、持ち込み禁止であるにもかかわ

らず、持ち込んでおる、児童・生徒がい

た場合、これが発覚した場合には、とり

あえず職員室で預かり、また保護者へ連

絡すると、このような体制をとっており

ます。

　次に、校則の問題であります。

　この校則にかかわって、たばこですね、

このたばこに関しては、法律でもそうなっ

ておりますが、中学生、小学生に必要の

ないものと考えております。もし喫煙の

現場を発見した場合、あるいはたばこを

所持しておる時、もちろん注意をいたし

ますが、特に中学校では、どうやってた

ばこを手に入れたか、これを必ず問いた

だし、その手に入れた経路からさまざま

な指導を行っておるところでございます。

　保護者の持っておるものを持ってきた

のであれば、保護者への注意が必要でご

ざいますし、例えばお店でそのタスポ等

を持っていって買ったのであれば、店の

方にもきちんと青少年の健全育成を考え

ていただく必要がありますので、協力を

求める必要があると考えております。

　なお、小学校からこのたばこに関して

の害については、養護教諭等を中心にし

ながら、たばこの危険について指導をし

ておるところでございます。

　小学校にも校則のようなものはござい

ます。小学校の生活の中でのルールなど

がございます。ただ中学校ほど細かくな

いのは、中学校はそのルールを自主的に

考えられる、主体的に考えられるという

発達段階の問題もあると考えております。

　そういう中で、小学校の児童について

は、保護者が子どものことをどう考える

か、非常に問われておるのだと思います。

　先ほどありました茶髪の件でございま

すが、基本的にその茶髪について教育委

員会がどう考えるか、非常に答えにくい

こともありますが、子どもみずから望ん

で茶髪にすることというのは、ほとんど

ないのではないかと思っております。つ

まり、保護者の好みや感覚で子どもの髪

を染めたり、そういう状況があるんでは
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ないかと思っております。子ども自身、

小さい子どもも１人の人格でございます。

保護者の好みだけで茶髪にするのは、健

康問題を考えてもいかがなものかとは思っ

ております。

　この問題につきましては、実は小学校

でも頭を悩ませておる状況はございます。

今後、中学校との校則のギャップはござ

いますが、やはり子どもにとって本当に

必要なものは何であるか、携帯の問題等

も含めてでございますが、十分に保護者

と話し合っていく必要があると考えてお

ります。

　最後に、私の方から鳥飼高校の跡地の

問題でございますが、２月にこの鳥飼高

校の跡地等の問題につきましては、初め

て報道発表がございました。またそれと

前後して、府教委の方から簡単な説明が

あったところです。その中では、後々の

校名の問題等は一切触れられておりませ

んでしたが、また今後、情報交換あるい

は話し合いがある際に、こういう声もあ

るということはお伝えしていきたいと考

えております。

　教育委員会としては、要望につきまし

ては現在、支援学校が非常に定員を超え

たりして満杯の状況がございますので、

入学を希望する児童・生徒が入学できる

ような状況、それを確保するよう要望し

てまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　続いて、生涯学習部

長。

○大場生涯学習部長　鳥飼高校へのさま

ざまな要望ということで、生涯学習部と

しましては、２１年度からグラウンドに

つきましては平日を含めて土日をお借り

するということになっております。

　支援学校になりましてから、一応体育

館につきましても、土日祝日の開放も要

望していけたらしたいなと考えておりま

す。

○柴田繁勝委員長　給食のこと大橋参事。

○大橋学務課参事　質問番号９番の２回

目のご質問にご答弁申し上げます。

　鳥飼西小学校の工期でございますが、

鳥飼西小学校はその工事の内容、規模等

から、当初より８月末の夏休み期間中の

工事完了というのは難しいというふうに

判断しておりました。その代替給食の期

間が９月の中旬で済むのか、末までなの

かというところで検討はあったわけでご

ざいますが、そのために５月の初旬の入

札後、給食実施期間中でありましたが、

前倒しで給食と直接影響のないトイレの

改修工事などは並行する形で実施をさせ

ていただきながら、できるだけ早く完了

できるように努めたわけなんですけれど

も、結果的に９月の末まで工期がかかっ

たということでご理解いただきたいとい

うふうに思います。

○柴田繁勝委員長　それでは、川崎課長。

○川崎青少年課長　青少年課にかかりま

す３点の２回目のご質問にお答えいたし

たいと思います。

　まず、１４番目、民間の先ほどの保育

園等での児童の預かり、それから将来の

市の考えということでございますけれど

も、まずこれにつきましては、民間に預

けられる方につきましては、一斉受付後

に待機になった際の一つの方策として、

そういった保育園等に預けておられる方

は、そういったことを利用される方が一

つは方策としてはあるかと思います。ま

た、もともとそういった民間に預けてお

られて、学童保育ということでなしに、

今までの預けておられた経過から引き続

き希望されるといったこともあるかと思

います。

　そういったことにつきましては、保護

者の方のそういった希望等に沿われてさ
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れてるのかなと思います。

　それで、市としてですけれども、今回

２１年度予算におきまして、摂津小学校

での学童保育室の設計委託料の方、計上

の方をさせていただいておりますけれど

も、これも市の方としては、市内のいろ

んな開発等の状況も一応把握しながら、

今回の摂津小学校におきましては、新駅

の関係で、大規模な開発があるというこ

とで、これをひとつ見据えた形で、新た

なそういった待機児童を生まないような

一つの方策として、今回この２１年度予

算にこの設計委託料、計上させていただ

いたところでございます。

　それから、１６番目の成人祭について

でございます。

　これも先ほど申し上げましたように、

一部については従来どおりの文化ホール、

二部につきましては三宅柳田小学校とい

うことで、場所等離れますので、一部の

式典の方に来られた方が、場所が離れて

いるということで、一定、参加数も減る

んではないかなと思っておりますけれど

も、そういったことがないように、内容

のいろんな工夫等、その中で考えていき

たいと思っております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります質問

番号１７番、硬式野球への対応でござい

ますけれども、現在、市内では軟式野球

のチームといたしまして、スポーツ少年

団のチームが２チーム、あと各中学校の

野球部のチーム、体育協会加盟のチーム

が約８０チームございます。硬式野球と

なりますと、摂津高校、星翔高校の野球

部、またリトルリーグやボーイズリーグ

に加盟されておられる球団もございます

けれども、そういったところについては

他府県に専用の球場を持っておられると

いったことを聞いております。

摂津市内の社会体育施設での硬式野球と

なりますと、青少年運動広場、スポーツ

広場がございますけれども、こういった

広場の名称からも、野球専用球場といっ

た位置づけではなく、他種目、多目的に

使っていただく施設として考えておりま

す。

硬式のボールがかなり硬いということで、

それに対応する施設の維持管理であった

り、ほかの利用者の安全面、また金属バッ

ト、ボールの金属音、それによります付

近への影響等も考えますと、現状の利用

形態でお願いしたいなと考えております。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　先ほどの答弁の中で、

一つ漏らしておりましたので、再度お答

えいたしたいと思います。

　１５番目の「すこやかネット」の具体

的な活動等についてですけれども、この

第五中学校区で大体共通しておりますの

は、クリーン作戦、名称はちょっとそれ

ぞれの校区によって違うかと思いますけ

れども、一つは清掃活動ですね。そういっ

たものと、それから中学校区もしくはそ

の中の小学校区で行われるカーニバル的

な催し、その２点は大体この第五中学校

区、大体共通に行われているかなと思い

ます。

　それで、それ以外の特徴あるものとし

ては、例えば第一中学校区の方では飯ご

う炊さんとか、児童センターでの幼児か

ら小学校の低学年、これに向けた演劇、

そういったものの取り組みをされており

ます。

　また、第二中学校でも、これも幼児か

ら、先ほどと同じような形ですけれども、

小学校の低学年に向けた「遊んでくらす

子どもたち」これも土曜日か日曜日の午

前中、小学校の方に集まって、たとえば
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マジックとか吹奏楽とか、そういったも

のを見て、半日ですけれども、楽しんで

いただくというような催し、また第三中

学校区の方では、アルファ教室の開催と

いうことで、その中にいろんなメニュー

が展開されておられます。

　また、第四中学校区の方でも別府若者

みこし、また子育て講演会、そういった

ものも特徴的なものとして行われていま

す。

　あとまた、これは第二中学校区の方も

そうですけれども、中学生の職業体験と

いうことで、その地域のいろんな職場等

に出かけられて、そういった実際のいろ

んな職業の体験をするといったこともさ

れておられます。

　また五中校区では、鳥飼地区の歩け歩

け大会等行われております。そのほか、

もう一つ共通するとことしては、先ほど

ちょっとお見せいたしました広報紙の発

行ですね、そういったものも行われてお

ります。

○柴田繁勝委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　研究所の移転につ

きましての２回目のご質問にご答弁申し

上げます。

　研究所の移転につきましては、これか

ら建設されますコミュニティプラザ完成

後、そこに現在の男女共同参画センター

が移転をし、その後、施設を一定改修を

して、そこへ研究所を移転すると、こう

いう大枠のスケジュールは決まっており

ますが、具体的に何月とか、何年何月、

まだそこまで決まっておりませんので、

そういう移転時期もにらみながら、現在

の研究所が引っ越しをした後、跡施設が

むだに遊休施設となることのないように、

市長部局とも十分に検討をしてまいりた

いなというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　森西委員。

○森西正委員　グラウンドの件に関して

は、今、教育委員会の方で把握をしてい

るいろいろな団体がスケジュールをされ

ています。今のグラウンドですね、施設

で十分であるのかどうか、それは最後、

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

　学童保育ですけれども、前にも私が話

をさせていただいたと思うんですけれど

も、保育所では定員の１.１５、１１５

％を定員としているわけです。１月末で

受付に来られた方を、本来４０名ですけ

れども、それを超えて定員とするわけで

すけれどもね。さらにそこに、何％か乗

せて定員をというふうな考えができない

ものか、お聞かせをいただけませんか。

　それから、最後に教育長に、総括的に

お答えをいただきたいんです。生活習慣

を変えていかなければならないと。今の

ままでは、なかなか生活習慣を変えてい

けるようにはどうも思えないんです。

　先ほどからもお話をさせていただきま

したけれども、どうやって保護者の方に

ＰＲをして、いろんなお話をしていただ

ける機会をつくっていくのかというよう

なところだと思うんですけれども、小学

校は義務教育、中学校３年生までは義務

教育です。小学校へ上がった時には性格

形成されてるわけですわね。幼児教育が

大事なわけです。その時の幼児教育です

ね、管轄としては公立幼稚園というとこ

ろなんですけれども、私立の幼稚園とか

私立の保育園という子の方が現実的には

多いわけですよね。就学前の子どもさん

の保護者の方に、どういうふうにその生

活習慣を変えていくというような形を進

めていくのか、さらに小学校、中学校と

いうふうなことで、生活習慣を変えてい

くというふうなことを、教育委員会とし

てはどういうふうにしていくのか、最後、
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お聞かせいただいて、質問を終わります。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　摂津市内

のスポーツ施設がそれで十分と考えるの

かということなんですけれども、市内の

体育館であったり、グラウンド、テニス

コート、温水プール等々、私どもの社会

教育施設として所管しているわけでござ

いますけれども、この施設を当然維持管

理していくのはもちろんなんですけれど

も、市内の企業にもお持ちの体育施設の

開放をお願いしております。現在、ダイ

キン工業さん、近畿コカ・コーラさんの

方から、グラウンドであったりテニスコー

トをお借りしてます。

　この企業開放に関しても、以前はもう

少しいろんな企業から、場所の提供もし

ていただいておったんですけれども、近

年はちょっと減ってきており残念です。

　あと、国土交通省の方にもお願いをし

まして、淀川河川公園を市長杯や体育協

会、こういった大会にも利用させていた

だいております。

　平成２１年度は鳥飼高校の跡地もグラ

ウンドも活用することができるというこ

とになります。十分な施設環境ではない

と思うんですけれども、今の施設を快適

に使っていただけるよう、社会体育施設

の所管課として努めていきたいと思って

おります。

○柴田繁勝委員長　学童保育、川崎課長。

○川崎青少年課長　先ほどの最後ですけ

れども、学童保育の定員の問題でござい

ます。

　これにつきましては、私たちの方も実

際のところ悩ましい問題だと思っており

ます。

　それと、保育所の方ではそういった弾

力的な扱いということで、１５％増とい

うことが出ておるわけですけれども、学

童保育についてはそういった一つの指針

的なことがございません。ただ、平成１

９年１０月に出ましたガイドラインでは、

例えば１教室の児童の預かりについては、

７１人を超えた場合は補助金が出ないと

か、一定、児童の１人当たりの面積につ

いても１.６５平方メートルとか、いろ

んなことが出ております。また２０年に

は新待機児童ゼロ作戦ということで、先

ほどの保育所だけでなしに、学童保育に

ついても一定、そういった待機児童の解

消ということについては一応出ておりま

す。ただ、そういったことにつきまして

は、今後ともさらに検討していきたいと

思っております。

○柴田繁勝委員長　教育長。

○和島剛教育長　生活習慣をどういうふ

うに変えていくかというようなことです

けれども、これまでも機会あるごとにお

話しいたしておりますけれども、ご承知

のように平成１８年の１２月でしたか、

教育基本法、改正されました。約６０年

ぶりと言われていましたけれども。その

第１１条にも新たに幼児期の教育という

項が新設されております。子どもたちの

人格形成と言いますか、基本的な人格形

成というのはやはり幼児期の教育から始

まっていくんだろうと思ってます。幼稚

園、保育所、そして小学校、中学校と、

その時代時代に子どもたちは人格を形成

していく。ですから、今も言われました

ように、幼児教育は、大変重要であると

私も思っております。

　ただ、いろんな場面で、例えば市の施

策としてでも、生涯学習、青少年課の方

では幼児家庭教育学級、家庭教育学級と

か、女性学級とか、いろんな取り組みを

しておりますけれども、やはりその取り

組みが非常に低調になってきている部分

もあります。行政としては、やはりそう
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いうところにももう一度目を向けて、私

たちも考えておりますが、どうしていっ

たらそういうことが可能になってくるん

だということを考えていかなければなら

ないだろうと思っています。

　だから、いろいろこの文教でもいつも

議論になりますけれども、子ども会の活

動も低調になってきている。いろんなと

ころでやはり今、地域教育、あるいは家

庭教育にも、非常に課題が多いなという

のが現状で、教育委員会としましてはや

はり、そういう家庭教育あるいは地域教

育力ですね、そういうものを高めるため

に、どういう支援をしていけるのか、ど

ういう施策を打っていったらいいのかと

いうことが非常に大きな課題だと思って

います。それを小学校の義務教育の段階

まで広げていきましたら、やはり先ほど

もご質問で言われました基本的な生活習

慣がきっちりできていないご家庭も、子

どもたちも非常に多いというのが現状で

あります。

　私は校長先生方といつも話をしてます

のは、やはりそういう実態があるなら、

学校教育の中で、生活習慣、基本的な生

活習慣を教えていかなければならないだ

ろうなと思っています。ただ、学校だけ

でできるものではありませんけれども、

家庭でなかなか身につかないのであれば、

やはり学校教育ですね、学校にいる間に

子どもたちに規則とはこういうもんだよ、

ルールを守るとはこういうことなんだよ

ということをきっちり教えていく、そう

いうことをしていかないと、子どもにとっ

ては大きくなっても全く身についてない

というような、非常に大変な状況も生ま

れますから、私は学校教育はやはり、きょ

うのご質問をずっと聞いてまして、私は

やっぱり家庭教育の問題も非常にあると

思っています。ただ、それがすべて学校

教育の中で、これもしなさい、あれもし

なさいと言われてきたら、非常に学校も

今の状況であれば困るだろうなと思いま

す。

　例えば、ちょっと話がずれますけれど

も、１問目のランドセルの問題にしまし

ても、物を大切にしましょうということ

にしても、やはりそれは教育委員会とし

てはこういう制度がいい制度だというこ

とをやっていってるわけですから、後は

ご家庭で物を大切にしていただく、１年

生、２年生、大きくなれば変わっていく

だろうけれども、そういう一つ一つのこ

とが家庭とやはり連携しながら教えてい

く、そして学校教育は家庭を、何度も言

いますけれども支援していく、そして学

校はやっぱり、一番は学ぶことが基本的

なところだと思います。勉強する場所だ

というのが基本である。ただそれだけで

はいけないから、やはり家庭、地域を支

援していくために、そういう基本的な生

活習慣の部分についても、ルールを守る

とか、そういうことを教えていくという

こともきっちりやっていきたいと思って

います。

　ですから非常に今、大事な質問をして

いただきましたので、私もいろんな分野

で、これから教育委員会の施策、もっと

もっと充実して、子どもたちを支えてい

くように努力していきたい、そのように

思っています。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後１２時５９分　再開）

○柴田繁勝委員長　休憩前に引き続いて

再開します。

　質問を受けます。

　森内委員。

○森内一蔵委員　それでは、数点にわたっ

てご質問をさせていただきたいと思いま
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す。

　質問が重なって、今までにご答弁をい

ただいているのもかなりありますけれど

も、また違う方面からちょっとお答えを

いただきたいと思います。

　まず、予算概要に沿って、１０４ペー

ジの安全対策事業ということで、青色防

犯パトロール車の運行についてでありま

すけれども、市内全体の安全重視という

ことで、今現在、運行していただいてい

るんですけれども、このパトロール範囲

の拡大について、どういうふうな考えを

持っておられるのか。それから、道路課

にはミニパトがあるんですけれども、こ

れとの併用ですね、小学校、中学校区域

のパトロールも含めた道路のパトロール

のミニパトとの連携というものをどうい

うふうに考えておられるのか、お聞かせ

いただけたらと思います。

　それと、１０６ページ、小・中学校区、

学区の事業ということで、危険箇所に交

通専従員の配置をしていただいておりま

す。また今年は新たに補充をされて、い

わゆる危険箇所の解消という形で配置を

されるんですけれども、まだまだ危険箇

所があると思うんですけれども、その辺

の把握が十分であるのか、お聞きしたい

と思います。

　それから、専従員さんの交通ルールも

含めての研修方法ですね。今までも研修

していただいているんですけれども、や

はり専従員さんによってはいろいろな格

差があると思いますので、その辺のとこ

ろを、また専従員さんの配置されておら

れる箇所によって、いろいろの指導の仕

方があると思いますので、その辺の対応

をどういうふうにしていかれるのか、そ

の辺をお聞かせいただけたらと思います。

　それと、１０６ページに研修事業とい

うことで、高度な研究、研修の推進とい

うことなんですけれども、具体的な研修

として、どういうふうな形で研修事業を

行っておられるのか。

　それから、１０８ページにも教育指導

研究事業というのがありますけれども、

今年度からですか、教員免許の更新制度

というようなものがありますので、教職

員の資質向上ということで、研修をされ

ていると思うんですけれども、その研修

の内容ですね。

　それと、先日もお話があったんですけ

れども、学習指導要領ですね、教師にとっ

ての学習指導要領というのはどういうも

のなのかということで、これは遵守する

ということはもちろんでありますけれど

も、どういうふうな認識をもって教壇に

立っておられるのか、お聞かせいただけ

たらと思います。

　それと、１０８ページ、教育研究会の

補助事業ということで、１７１万９,０

００円、教育研究会の構成メンバーです

ね。内容、どういうふうな事業を展開さ

れておられるのか、お聞かせいただけた

らなと思います。

　次に、先ほども質問がありましたけれ

ども、学校部活動等の助成事業というこ

とでありますけれども、各クラブへの助

成金の算定基準。いろいろな活動によっ

て、いろいろな費用が各クラブによって

要ると思うんですけれども、その算定基

準ということですね。予算折衝等はどう

いうふうな形でやっておられるのか。

　それと、先ほどもありましたけれども、

中学校間のクラブの格差、この中学には

このクラブがあるけれども、この中学に

はないと。小学校もクラブ活動をやって

おられますけれども、やはり校区間格差、

学校格差というの、これはやはり一つの

基準をもって、あの中学にはこのクラブ

がない、この中学にはクラブがあると。
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これを是正していかなければならないと

思うんですけれどもね。やはりその担当

される先生がおられないとかいうふうな

事情があると思うんですけれども、その

辺のところはやはり教育の均等じゃない

ですけれども、やはりクラブの活動とい

うものは、児童・生徒には同じような立

場で、クラブ活動に参加する権利があり

ますので、その辺のところの格差の是正

について、どういうふうに考えておられ

るのか、お聞かせいただけたらと思いま

す。

　それと、もうこれは何度も上がってお

りますけれども、学力定着度事業なんで

すけれども、小学校の５年、中学２年と

いうことなんですけれども、学年が決まっ

ているということなんですけれども、つ

まずき調査も、大阪府がやろうとしてい

る６割ぐらいという話なんですけれども、

つまずき調査と同じ学年ですけれども、

例えば小学校低学年、高学年で、かなり

低学年の指導というものが必要になると

思うんですけれども、その辺のところは

府の学力テスト、それから民間の学力テ

ストがあるんですけれども、その辺のと

ころを利用をどうされるのかですね。

　本来ならば、全学年を対象にやって、

それの結果で学力向上というのが、これ

は必要だと思うんですけれども、その辺

のところのお考えですね。

　それと、民間の学力テスト、府の学力

テストもありますね。この辺の公表につ

いて、どのようにお考えされておられる

のか。

　保護者の皆さんにとっては、子どもが

学力テスト等でやっている内容について、

やはり「私の子どもがこの学校でどれぐ

らいのレベルなのか」、やっぱりそうい

うのも参考にしながら、特に中学校になっ

てきますと進学問題がありますので、そ

の辺のところをやっぱり、先生方の指導

もなんですけれども、やっぱり保護者に

対しても、「こういうレベルですから、

こういう」、例えば子どもさんがこの学

校へ行きたいというのであれば、そうい

う指導も学校だけじゃなしに、家庭でも

やっぱり勉強に取り組む姿勢を与えるた

めには、やっぱりある程度の結果という

ものを公表していかなければならないと

思うんですけれども、その辺のところを

お聞かせいただけたらと思います。

　それと、１１０ページに学校家庭連携

支援モデル事業ということがあります。

これには１０６ページに、教育相談事業

との兼ね合いと言いますか、家庭教育相

談員さんがおられるんですけれども、教

育相談事業も、不登校とか、それから児

童、生徒への対応、不登校の未然防止と

いうふうな子育て不安というのを抱えて

おられるような家庭の支援ということな

んですけれども、これ、どういうふうな

連携を持っておられるのか、ひとつお聞

かせいただけたらなと思います。

　それと、同じページなんですけれども、

学習サポーターの派遣事業です。有償ボ

ランティアということで、放課後の学習

教室ということですけれども、これは皆

さんもお聞きされておりますけれども、

この指導に当たられる方が大学生と、そ

れから教育者のＯＢということなんです

けれども、大学生、それから教育者の、

教職員のＯＢというのはある程度経験が

あるんですけれども、大学生を起用する

この尺度というか、どういうふうな選定

基準をもってお願いされるのか。それか

ら、今回は各学校でということなんです

けれども、人選も含めてですけれども、

やはりきちっとした、人数じゃなしに、

これ余剰人員というか、もし何かあった

時には、ほかの方を対応できるというよ
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うな、別に待機される指導の方も必要だ

と思うんですけれども、その辺のところ

もお聞かせいただいて。

　それと、教員との協力指導体制なんで

すけれども、これはどういうふうにされ

るのか。例えばミーティングをしながら、

先生も一緒に残られるのか、その辺のと

ころもお聞かせいただけたらなと思いま

す。

　それから、１２４ページに美術展の開

催事業ということなんですけれども、ま

ず美術展を毎年市民体育館でやっておら

れましたね。それがもうなくなってしま

うということで、まず場所はどこでされ

るのか。場所がないのに予算を組んでと

いうようなことはないと思うんですけれ

ども、そこのところで、決算審査の時に

もお話をしたんですけれども、やはり市

内在住の方と市外の方の作品のこの割合

をどういうふうに是正していかれるのか

ね。その辺のところ、市民の方、市に在

住しておられる方のやはり美術の文化の

向上ということですから、多くの方に出

品していただいて、発表していただく場

を提供するということで、もう少しＰＲ

をしなければならないと思うんですけれ

ども、その辺のところ、どうされるのか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、これは何度もあれなんですけ

れども、音楽祭の開催事業ですね。目的

は「クラシック音楽の発表と鑑賞の機会

を提供するということで、文化意識の高

揚や市民による文化活動の振興を図る」

ということなんですけれども、果たして

これができているかということですね。

　私も昨年、本選をちょっと見たんです

けれども、ほとんど市民の方は本当に少

ない。数える程です。出場されておられ

る方の関係者が来らえているような状況

であります。毎年「努力する、努力する」

と言っておられたんですけれども、市民

に文化の向上、それから音楽の向上をと

いうようなものをする啓発活動は、どう

いうふうな形で展開されるのか、お聞か

せいただけたらなと思います。

　それと、１２６ページに子ども１１０

番の家事業とあります。これは、かなり

１１０番の家ってふえたんですけれども、

校区間格差と言いますか、この校区はた

くさんおられる、この校区は件数が少な

いというところありますんで、この格差

をどういうふうな形に、極端なところも

ありますので、そういうところの是正を

どうされていかれるのか。それと、１１

０番の家にお願いするんですけれども、

その方がもし何かあった時にどういうふ

うな対応ができるかという、このマニュ

アルというのをどういうふうにしておら

れるのか、やっぱり研修も必要だと思い

ますので、その辺のところをお聞かせい

ただけたらと思います。

　それと、もう一つは、あともう一つだ

け、最後に、１３０ページの埋蔵文化財

の調査事業ということなんですけれども、

今、旧国鉄清算事業団が跡地の調査をやっ

ておられて、一定の調査結果を出されて

おるんですけれども、本市にどれぐらい

の文化財として指定されている件数があ

るのか、それとやはり市民に文化財の保

存継承事業、それから文化財の啓発事業

をどういうふうな形で、こういう文化財

を皆さんに知らせていくのか、まず展示

というものを考えて、その辺のところも

お聞かせいただけたらなと思います。

　以上で、１回目終わっておきます。

○柴田繁勝委員長　馬場次長、答弁。

○馬場教育総務部次長　まず最初に、安

全対策事業の青パトの運行範囲の拡大及

び道路課との連携ということについて、

お答えいたします。
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　昨年も、道路課との連携ということで

ご質問いただきました。その中で、私ど

も、青パトの運行時に、通常の運転台帳

以外に、それぞれ気のついたことを日々

書いていただく報告書を日誌としてつく

らせていただきまして、日々報告は上げ

てもらうという形で、今行っております。

　今のところ、大きな内容の報告はあり

ませんが、今後もそういった気のついた

ことを日誌で報告していただくような形

の中で、運行中に気がついたことがあれ

ば、道路課にかかわらず、他の関係課に

も情報提供なりしていきたいと、そうい

う活用をしていきたいと、今考えており

ます。

　それで、ご質問の範囲拡大でございま

すが、実は今、青パトに専従しておりま

す子ども安全巡視員は３名を非常勤一般

職で雇用いたしておりまして、そのうち

毎日２名が１日交代で乗ると、そういう

体制にいたしております。

　それで、以前からもご説明いたしてお

りますが、１週間のうち、月曜日は第一

中学校区、火曜日は第二中学校区、水曜

日は第三中学校区、第四中学校区、第五

中学校区ということで、１週間のうち曜

日決めまして、それぞれの校区を重点日

に指定して行っております。

　今現在、そのお二方が軽車両に乗って

おりますが、日々の運行台帳を見ますと、

１日に７０キロから８０キロぐらい乗っ

ておりまして、私どもはやはり１日のそ

の走行距離は大体このあたりが一定の限

度の範囲、また運行時間も朝の９時に出

発しまして、昼に一度帰ってき、また１

時に出発して４時半ぐらいに帰ってくる

と。収集した文書を配布すると、そういっ

た形でしておりますので、今現在のこの

３名で今の体制を継続していきたいと、

そういうふうに考えております。

　それと、道路課との連携でございます

が、先ほど申し上げましたような日誌を

つくったこと以外に、以前から交通対策

課の方には違法駐車の指導パトロール車

を青色パトライトを搭載にしていただい

て、そちらの方でも運行していただいて

おります。また、清掃のパッカー車の方

には、啓発のテープを配布いたしまして、

収集時に子どもの安全の見守りのテープ

を流していただいているような形の連携

もさせていただいております。

　それ以外に、消防車両の方には、啓発

の看板を磁石でつけて、啓発していただ

くと。また、公用車のうち、スピーカー

を搭載している車両につきましては、先

ほどのパッカー車と同じ啓発テープを配

布して、出る時に流していただくように

お願いいたしております。

　新年度になりましたら、再度私どもの

方で、部長会、課長会等を通じまして、

そういった啓発のお願いを進めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

○柴田繁勝委員長　大橋参事。

○大橋学務課参事　そうしましたら、交

通専従員配置にかかわりますご質問にご

答弁申し上げます。

　まず、危険箇所の把握についてでござ

いますが、保護者の方からすれば、特に

低学年の保護者の方、特に、私もそうな

んですけれども、危険箇所というのは、

あそこもここもと、ものすごく危険、ど

こも危険に見えるというのは理解はさせ

ていただいているんですけれども、そう

しますと、なかなか際限が難しくなりま

すので、私どもといたしましては、一定、

通学路上で信号機のない、見通しの悪い

交差点というところを原則として考えさ

せていただいて、あと、学校が地域の方々、

保護者の方達と話をする中で、危険であ
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るというふうに上がってきた箇所につい

ては、現場を確認するなどしてそういう

把握に努めておるところでございます。

　次に研修の方法なんですけれども、研

修につきましては、交通対策課、警察と

共同で実施する交通安全週間に学校で行

います安全教室に交通専従員さんも参画

していただいて、内容を確認していただ

いておりますし、シルバー人材センター

が交通専従員さんを集めて行う研修につ

いても、学務課長がそこへ参って、その

考え方であるとか、していただく業務に

ついての説明等をするなりして、研修と

させていただいております。

　次に、配置箇所による指導方法なんで

すけれども、確かに２１年度１か所ふえ

まして１８か所になる予定なんですけれ

ども、さまざまな部分がありまして、基

本的には児童が道路を横断する際の安全

確認、これは自動車、自転車の通行がな

いか、また車両がきた時にはそれを停止

させる等の業務というところを基本とさ

せていただいて、あとそれぞれの箇所の

事情の部分につきましては、校長先生等

の指示に従っていただくということで、

運用させていただいております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　高度な研究、

研修というところのお問い合わせにお答

えするところでございます。

　当研究所では、大阪府教育研究所連盟

に所属しておりまして、府下１８の市町

から参画しております研究所連盟という

のをつくっておりまして、そこで共同研

究部会というものを立ち上げて研究を進

めております。

　本年度の所長代理が現在の教育課題に

ついてテーマ設定して、アンケート調査

等をもとに研究、考察等をしております。

　最近の研究をしておりましたものにつ

いて紹介しますと、正しい職業観とかを

身につけさせるキャリア教育について、

それから本年度は特に、コミュニケーショ

ン能力ということをテーマにして研究を

進めております。

　それとは別に、もう一つ相談部会とい

うのを持っておりまして、適応指導教室

担当者が教育相談の充実のために、不登

校児童・生徒へのよりよい支援について、

情報交換だとか研修を行っております。

　それから次は、５番、摂津市の教育研

究会への補助事業についてでございます

が、各教科、国語だとか算数だとか社会

だとか、各教科の研究部会だとか、それ

から就学前教育、図書館教育、それから

視聴覚教育などの専門部ですね、などが

ございまして、研究、研修をしておりま

す。摂津市内の幼稚園、小学校、中学校

の教職員でもって構成されております。

　主な行事を持っておりますのですけれ

ども、連合水泳大会だとか連合音楽会、

連合図工展、そして読書感想文コンクー

ルなどを実施しております。指導の過程

を大切にしながら発表の場を整えるなど、

補助事業として活用されております。

○柴田繁勝委員長　それじゃ、前馬課長。

○前馬学校教育課長　失礼します。

　では、学校教育にかかわりまして、森

内委員からのご質問にご答弁させていた

だきます。

　まず、教育指導研修事業にかかわりま

して、教職員の研修内容でございますが、

初任者研修あるいは１０年経験者研修等

のライフステージに応じた研修を初めと

し、生徒指導や教科、領域の指導ですね、

そのような内容、また支援教育、情報教

育にかかわっての研修、そのようなもの

を行っております。

　なお、免許更新制にかかわる研修につ

きましては、これは各大学で行われてお
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るものでございます。

　その教育指導研修事業のご質問の中で、

学習指導要領とは教師にとってどういう

ものなのか。これは、もちろん教育課程

の基準となるものでございまして、ふだ

ん、指導要領を余り目にしていない教員

も正直おりますが、実は教科書はこの指

導要領に沿って編集され、検定を経て学

校で使われているものでございます。学

校において教科書の使用義務がございま

すから、常に教員は指導要領とともにこ

の教育活動を行っておると、そのような

状況にあると考えております。

　したがいまして、意識する、しないに

かかわらず、指導要領とともに歩んでお

る状況でございます。

　続きまして、部活動の助成金にかかわっ

てでございますが、各学校に対して助成

金を一律にまず支給しております。その

中で、各学校では部活動のその年度の活

動状況に応じて、その助成金を分配して

おるところでございます。

　例えば備品購入であるとか消耗品の購

入がその年度、必要である部があれば、

その配分は大きくなるという状況もござ

います。

　対外競技等で全国大会等の出場が決ま

りまして必要な場合は、また別途助成金

を出しておるところでございます。

　部活動の学校間格差の問題でございま

すが、ご指摘なのはこの学校にはこの部

活動があって、この学校にはないと、進

学する学校にないというのは非常につら

いことだ、そんな声があるということで

あると理解しておりますが、大規模な中

学校と小規模な中学校では、教員の数に

１０名以上の開きがございます。そのよ

うな中で同じように部活動を運営できな

い状況がございます。

　先ほどの答弁と重複するところもござ

いますが、そのような状況の中で部活動

を各学校同じ数だけ開設することは非常

に困難でございます。かといって一番小

さい学校に合わせていくと、これは逆に

部活動の開設数を切ることにもなります

し、そういう意味では現状を維持してい

く、そして何とか発展できないか、策を

考えていくという状況が現状でございま

す。

　続きまして、学力定着度調査事業にか

かわってでございますが、ここで若干整

理させていただきたいと存じます。

　学力の実態等を把握するものとして、

全国学力・学習状況調査、そして本市の

学力定着度調査がございます。これは対

象学年が限られておりますが、限られた

学年でございますが、一部の学力や生活

状況の実態を把握し、その改善に生かし

ていくということでございます。そして、

府の学力テストあるいはつまずき調査に

かかわりましては、府が学力向上策とし

てさまざま実施しております学習指導ツー

ルの一環でございます。つまずき調査に

かかわっては、今年度、大阪府が学力向

上推進校支援事業におきまして、約５０

校の学校を指定しております。その学校

で、まず基本的な学力の状況を把握する

ためにつまずき調査を行い、指導ツール

を活用した取り組みを行って、また最後

につまずき調査を行ってその進度を見て

いく、そのようなことに利用するものが

つまずき調査でございます。

　このつまずき調査にかかわりましては、

その指定校以外も活用できるように、イ

ンターネットでダウンロードができるよ

うになっております。

　本市の教育委員会としましては、各学

校に活用ができるということを周知し、

内容についてもお知らせし、使用につい

て呼びかけておるところでございます。
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　また、府の学力テストにつきましては、

年間の到達度を一定はかるものとして、

指導ツールの一環として府の方が用意し

たものでございます。したがいまして、

府内の公立の小・中学校４年生以上で実

施はされておりますが、この内容につき

まして、大阪府の方でも全校のデータを

集めてそれを分析するということは行い

ません。本市といたしましても、到達度

を一定見ていくには有効であると考えて

おりますので、各学校での実施について

は指示しておるところでございます。

　公表問題でございますが、国あるいは

市において責任を持って行ったこの調査

については、説明責任があると考えてお

ります。したがいまして、今年度も本市

の調査あるいは全国の学力・学習状況調

査においても結果公表を行っているとこ

ろであります。

　なお、各学校においては、学校個別の

診断テストあるいは到達度テストを行っ

ております。また、中学校では実力テス

ト等を行い、進路指導の資料の一環とし

ておるところでございます。個人への公

表あるいは全体的な公表、ございますが、

個別に学校で行っておる診断テストにつ

いては、状況は各学年で保護者にもお伝

えしておるところでありますし、中学校

での実力テストについては、進路指導の

折に各個人に結果をお知らせしておると

ころでございます。

　続きまして、学校・家庭連携支援モデ

ル事業にかかわってでございます。

　この事業につきましては、指定される

学校に家庭教育相談員を配置し、支援が

必要な家庭の保護者と連携を図りながら、

子どもたちが安心して学校へ通える状況

をつくり出していくものでございますが、

教育研究所との連携、これは十分にとっ

ておるところでございます。

　例えば教育研究所から派遣されておる

さわやかフレンドとの連携、またスクー

ルカウンセラーとの連携、学校において

も。生徒指導担当の教員を中心としたチー

ムをつくっておりますが、そのチームに

教育研究所のフレンドあるいはスクール

カウンセラーもかかわりながら、支援の

必要な子ども、そして家庭にかかわり、

取り組みを進めておるところでございま

す。

　最後に、学習サポーター派遣事業でご

ざいます。

　指導者の大学生を派遣するねらいでご

ざいますが、非常に子どもたちと年齢が

近いことから、話しやすい、またこの多

くが教員を志望しておるような学生であ

りますので、非常に教育に対しての興味、

関心、熱意がございまして、話しやすい

ところへ持ってきて、本人の熱意と合わ

せて、子どもが学習するに当たっての意

欲を向上させやすいと、このような効果

がございます。

　かつて、府教委の方でもまなビングサ

ポーター、学生のボランティアですが、

配置をしておりましたが、その折も非常

に効果がありまして、本市教育委員会と

いたしましても、この学生を派遣する意

味は非常に大きいと思っております。

　たくさん人員を確保して、余裕を持っ

た形で学校へ派遣したいのでございます

が、学生も大変忙しゅうございまして、

また退職教員も現在講師不足の折から、

講師として学校に勤務する場合もござい

ます。非常に、この学習サポーターにか

かわりましても、人員確保が困難を極め

ております。しかし、派遣した場合に非

常に効果を上げておりますので、この人

員確保に今後も努めてまいりたいと考え

ております。大学等との連携も図りなが

ら進めてまいる所存でございます。
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○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります３点

につきまして、答弁させていただきます。

　まず、美術展、市民体育館閉鎖後の開

催方法なんですけれども、現在、美術協

会の先生とも協議しておりますけれども、

平成２１年度はスポーツセンターの体育

室であったり、公民館、文化ホール等で

の開催を今、検討しておるところでござ

います。

　それと、市内出品者の増への対応でご

ざいますけれども、平成１９年度の市内

の方の美術展への出品率が４２％、平成

２０年度が４８％と、半数以上の方が市

外の方の出品となっており、残念な状況

になっておるんですけれども、これの対

応につきましても、美術協会の先生方と

現在協議しております。先生方のお話に

よりますと、市内で創作活動をされてお

りますけれども、なぜか摂津を避けて他

市に出品をされていると、こういった方

も多いと聞いております。評価とかそう

いうのを意識されているのかわからない

んですけれども、ただ、市民の方に出品

者増を図っていくために、本年度、まず

春の絵画展、美術協会展などにおいて、

摂津市美術展の早目のＰＲ、昨年の美術

展のアンケートでもあったんですけれど

も、ＰＲが不足しているんじゃないか、

もっと早目からＰＲをすべきじゃないか

といった声も多くありましたので、その

辺を早目に積極的に仕掛けていきたいな

と考えております。

　また、公民館講座の受講者の方やクラ

ブの方、サークルの方、こういった方に

もお声かけを早目からしていきたいと考

えております。

　それと、美術協会の先生の協力を得ま

して、公民館等で芸術教室、こういった

ことにも出品者の増には効果的な手段か

なと考えておりますので、現在、協会の

先生方とその開催方法について検討して

おるところでございます。

　次に、音楽祭の今年度の取り組みでご

ざいますけれども、これも毎年どのよう

な方策をとれば多くの方に出場していた

だき、また来場していただけるのか、こ

れは本当に昨年のアンケートでもありま

したけれども、多くの課題であって、音

楽祭をやっていく上の大きな、本当に大

きな課題であると考えております。

　今年度の取り組みといたしましては、

例年取り組んでおりますけれども、近畿

圏内の学校等に要綱、ポスターを持参し

まして、出場をお願いする、その後、電

話等を数回入れる中で、出場をお願いし

ております。また、他の音楽行事や他市

で行われている音楽行事に出向きまして、

音楽祭の開催や聴衆審査員の募集等も積

極的に行っていきたいと考えております。

　また本年は音楽祭の開催をＰＲする意

味でも、横断幕を駅周辺に掲げるなど、

積極的にＰＲもしていきたいと考えてお

ります。

　広報紙やホームページへの掲載はもち

ろんなんですけれども、現在、文化振興

市民会議の中で発行を予定していただい

ております文化関係事業のイベントカレ

ンダー的なものも今、作業に取りかかっ

ていただいておりますけれども、こういっ

た中に音楽祭であるとか、音楽関係行事

を載せるということは、音楽関係者以外

の方にも関心を持っていただき、少しで

も足を運んでいただけるきっかけになる

かなと考えております。

　それと、文化財の啓発の件でございま

すけれども、本市の文化財と言いますと、

金剛院の不動明王立像、味舌天満宮本殿

摂社八幡神社、こういった文化財がある
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んですけれども、それぞれ大阪府の有形

文化財に指定されております。また、市

内各地には石碑を５か所、顕彰札１５か

所を設置しまして、そこでの暮らしやそ

こで行われていたことなどを継承するよ

うに努めております。

　また、郷土芸能の普及を図るというこ

とで、藤若会や摂津民謡連合会、こういっ

た活動を若い方にも伝えるため、活動内

容をＤＶＤ化し、その貸し出し事業も現

在行っておるところでございます。

　また、文化財の啓発物といたしまして

は、平成１０年から平成１８年まで発行

しておりました「郷土摂津いにしえ通信」

であったり、「摂津市域の歴史と昔の暮

らし」、聞き取り調査によります「おじ

いさんとおばあさんが若かったころ・摂

津市域昔の暮らし」、「摂津市の民具と

暮らし」、「摂津歴史スポット・ふらり

歴史散策」、こういった刊行物を出して

おりますけれども、この刊行物につきま

しても、市のホームページで見ていただ

けるようにしております。今後も、文化

財保護審議会、また文化財愛護会等のご

意見いただきながら、文化財の啓発に努

めていきたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　青少年課にかかわり

ますご質問について、お答えいたしたい

と思います。

　子ども１１０番の家の登録件数でござ

いますけれども、委員ご指摘のとおり、

その登録件数については、確かに校区間

で大きな開きがございます。昨年の１１

月現在の数字で申し上げますと、一番多

いところで旧の味舌東校区になりますけ

れども、こちらで２７１に対して、一番

少ないところでは別府校区で５０という

数字になっております。これは個人、法

人合わせての合計でございますけれども。

　ただ、ここで考えますのは、例えば地

域によってお店とかそういった地域によっ

てもそういった状況が違うということも

ありますし、また実際に地域で、別府校

区でありますと、セーフティパトロール

隊、そういった地域の自治会を中心とし

たそういった見守り組織ですね、それが

日々子どもたちの帰る放課後、また夕方

の時間帯、そういった時間帯をねらって

パトロールもしていただいています。

　そういったことで、この登録件数は少

ないんですけれども、そういったことが

逆にこういったことを補完している活動

になるのかなと思っております。

　それから、このマニュアルですけれど

も、これにつきましては、この１１０番

の家になっていただいたところには、し

おりというものをお配りしておりまして、

実際に子どもたちが駆け込んできた時の

その対応の仕方、またその警察への通報、

それからそういった子どもを追いかけて

いるような時のその対応の仕方、そういっ

たことを一定、この中にはマニュアルと

いうような形で一応お示しさせていただ

いております。

　それと、万一、子どもを保護する活動

の中で、その家の方が傷害等受けた時に

は、市の方で一応こういった保険制度も

一応加入させていただいております。死

亡された時には最高１,０００万円、あ

と入院とか通院、また物損の被害、こう

いった時にはそれぞれ設定された金額等

で一応保険をお支払いするといったよう

なことも対応させていただいております。

　あと、この１１０番の家になっていた

だいている方につきましては、市の方も

回数は少ないですけれども、２０年度に

おきましては、４月の６日に子どもの地

域の安全管理といった形で、大阪府警本

部、子どもの安全見守り隊サポーターと
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いう、地域で活動していただいている方

がおるんですけれども、そういった方に

来ていただいてご講演していただいたり

ということで、そういった意識づけ等も

させていただいております。よろしくお

願いいたします。

○柴田繁勝委員長　それじゃ、２回目の

質問。

○森内一蔵委員　ご答弁をいただいて、

また少しちょっとお聞きしたいと思いま

す。

　まず、安全対策事業で青色防犯パトロー

ルの件なんですけれども、これ一番、本

来パトロールしてほしい時間帯というの

は登下校時なんですね。その辺のところ

を、朝９時から４時半ぐらいまでという

ことなんですけれども、時間を早くする

のはちょっと難しいかもしれませんけれ

ども、例えば下校時ですね、交通対策課

の持ってるミニパトと、それから青パト

とのこの例えば安威川以南・以北の学校

を巡視するというような一つのそういう

拡大方法も考えていただけたらなと思う

んですけれども、その辺のところはいろ

いろ考えれば、一番有効なパトロールが

できるんじゃないかなと思いますので、

その辺のところも今後考えていただいて、

できるだけ登下校時、下校時ですね、に

合わせた巡視ができるように。

　それともう一つは、他市でもやってる

んですけれども、消防の巡視、消防車が

一応パトロールというふうな形で走って

るところがあるんです。それも本市でも

やってるようなんですけれども、やはり

たまに学校の付近をパトロール、消防は

２４時間体制ですから、朝もいけるわけ

ですから、その辺のところの一つの連携

というのもとっていただいて、子どもの

安全というのは何もその課だけでやるん

じゃなしに、オール摂津というて市長も

言ってますけれども、やっぱり全体のこ

とを考えながら、有効利用するというよ

うなことも考えていただけたらなと思い

ますので、その辺のところもちょっとお

聞かせいただけたらと思います。

　それから、交通専従員の方なんですけ

れども、今度１８か所ということになる

んですけれども、一つお願いしておきた

いのは、やはり頭の中の研修じゃなしに、

やっぱりその場所へ行って実地研修、例

えば旗の振り方、旗の出し方とか、個人

によって全部違うんですね。やっぱり、

その辺のところを徹底するとかでないと、

「あそこの専従員さんは親切にやってく

れはるけど、ここの人は」というような

ことも聞くんです。その辺のところで、

やっぱり統一した、もう一つは場所によっ

て頻度が違いますから、例えば交通量に

しても、子どもの数にしても違うんです

から、その辺のところの臨機応変の対応

ができるように、やっぱりその場所、場

所の研修も必要じゃないかなと思います

ので、その辺のところをよろしくお願い

したいと思います。

　それから、研修に関しては、高度な研

究ということで、府下１８の行政体でやっ

ておられるということで、いろいろとお

聞きしたんですけれども、やはりどれぐ

らいの方が摂津の先生方が参加しておら

れるか、これが一つの問題だと思うんで

すね。なかなか忙しくて行かれないと思

うんですけれども、今年はこの学校から

１人、ここが１人とかいうんじゃなしに、

やはりできるだけ多くの方に参加してい

ただくということで、夏休み、冬休みと

かそういうのを利用した研修で、多くの

方が参加できるような研修になっている

のかどうか、その辺のところをお聞かせ

いただけたらと思います。

　それと、研修というのは、教員の免許
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の更新制度というのがあるんですけれど

も、やはり指導力が不足してきた先生方、

この先生をどういうふうにするかという

のは、対策として教育研究所でお預かり

して、こういう形でということで構成さ

れるというようなケースも昔はあったよ

うですけれども、指導力不足の先生が３

年ほど前に１人おられたということもお

聞きしたんですけれども、やはり指導力

を低下された先生方に対する研修という

のはどういうふうにされておられるのか、

その辺のところもお聞かせいただきたい

と思います。

　それと、学習指導要領、これはやっぱ

り学校の教育課程ということで、並行し

たものだということなんですけれども、

私、教師というのはやはり生徒の見本で

あって、学力向上に努めるのは当然のこ

となんですけれども、やはり教師の最低

限守らなければならないというのは、例

えばこの前、日の丸と国旗、それから君

が代が国歌なんですけれども、これはやっ

ぱり主任学習指導要領ではきちっと指導

しなさいよということになってると思う

んですけれども、例えばこれを指導はど

ういうふうにされておられるのか、先生

方が例えば子どもに、「国歌は君が代で

すよ」と、国旗は日の丸ですよというこ

とは、指導要領で指導しているわけなん

ですけれども、例えば卒業式、入学式で

全員起立ということで国歌斉唱と、これ

座ってる方がおられた場合、仮に保護者

ですね、それから生徒というのは、これ

はあり得るかもしれませんけれども、先

生が座っておられたら、保護者それから

生徒はどういうふうな感覚でどういうよ

うな思いを持っておられるのか、私、ちょっ

とその辺のところ、教育委員会としてど

ういうふうに考えておられるのか、お聞

かせいただけたらなと思います。

　それから、教育研究会の補助事業なん

ですけれども、専門部会に分かれている

ということで、いろいろなんですけれど

も、メンバーが、これも参加人員が１７

１万９,０００円使って、どれぐらいの

方が参加されておられるのか、補助事業

のところで、それだけお聞かせいただき

たいと思います。

　それと学校のクラブ活動ですね、これ

も本当に難しいですけれども、やはりこ

のクラブ活動というのはいかに大事か、

人生の一つの学校だけの活動だけじゃな

しに、クラブ活動というのは大きな財産

なんですよ。ですから、できるだけ多く

のクラブをつくってあげていただきたい

と思います。

　小学校の卒業の時に、私は将来、とい

うのに一番多いのは何か知ってますか。

プロ野球の選手、サッカーの選手。そう

いうのがないというのは、非常にかわい

そうだと思うんですけれども、そういう

機会を、例えばリトルリーグとか、いろ

いろそこへ参加するとかいうの、そうい

いうところで硬式野球が、先ほどもあり

ましたけれども、硬式野球ができなかっ

たらできるような体制をつくるというの

も一つじゃないでしょうか。今度、鳥飼

高校のグラウンドも開放されます。そう

いう時のやっぱり全中学校の硬式野球や

りたい方がそこでやれるというような一

つの組織もつくり上げるのが、やっぱり

教育委員会の役目だと思うんですけれど

も、それ非常に難しいですけれども、そ

ういう目標を持った、やはり将来に夢を

持った子どもを育てていくというのは非

常に大切だと思うんですけれども、その

辺のところをお聞かせいただきたいと。

　それと、一律に学校へクラブの補助金

を出していくんじゃなしに、やはり一生

懸命やっているところにはどんどん出し
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てあげたらいいと思います。それから、

これから伸びていくようなところにもど

んどんやっていく。これ、各クラブの予

算折衝というのは必要だと思いますよ。

　ですから、このクラブの部長さんです

ね、先生が持っておられますけれども、

その先生が私はこれだけ一生懸命やるん

ですから、もっと活動費くださいよって、

それに対して出すぐらいの姿勢でないと

いかんと思うんですけれども、その辺の

ところ、お聞かせいただけたらなと思い

ます。

　それと、学力定着度のこれなんですけ

れども、学力の向上というのは、生きる

力をはぐくむというんですけれども、そ

の生きる力をはぐくむというのは、私、

いろいろな問題があると思うんです。例

えば序列化はいかん、過度の競争はだめ、

社会を生きていくのは、競争に勝たんと

生きていかれへんのですよ。その辺のと

ころを、どこまでが限界なのか、一遍お

聞かせいただきたいと思います。

　やっぱり子どもというのは、例えば入

試にしても、それは勉強せんでも行ける

んだったらいいですよ。しかし、ある程

度のレベルに達しないと高校も行かれな

いんですよ。その辺のところをひとつお

聞かせいただきたいのと、それからやっ

ぱり落ちこぼれの子どもさん、そういう

ことで放課後の授業とかいろいろやられ

るんでしょうけれども、やはりそのため

にやっぱりつまずき調査というようなも

のも必要だと思うんですよ。例えばこの

前もちょっと代表質問で言ったんですけ

れども、授業が始まる前の１５分間、漢

字のテストをやったり、そういうことを

いろいろ努力されてる学校もあるんです。

やっぱりそういう面で、違った努力とい

うのも必要だと思うんですけれども、そ

の辺のところと。

　それから、先ほど教育長も言われまし

たけれども、やっぱり家庭教育というの

は非常に大事だと思うんです。やはりあ

る程度の関心を持っておられる方は、例

えば保護者の子どもの進学相談なんかも

来られる方はやっぱり熱心だと思うんで

す。そういう親の子どもさんというのは、

ある程度勉強ができると思うんですよ。

しかし、「うちの子どもは別にかまへん

ねん」というようなことで、そういうと

こになってくると、学校の勉強だけじゃ

無しに、やっぱり道徳的にちょっとかけ

離れる子どもさんもおられると思うんで

すけれども、やっぱりそういう家庭に対

して、登校拒否とか、そうじゃなしに、

やはり問題のある子どもさんについては、

学習サポーターじゃないですけれども、

教育研究所の皆さん、そういう相談員が

おられると思うんですけれども、そうい

う方がやっぱり非行も含めたやはり家庭

指導、家庭教育というのをやっぱりやっ

ていかないかんと思うんですけれども、

その点はいかがなものでしょうか。

　先ほども言いましたけれども、学校、

家庭の連携支援モデル事業ということで、

スクールカウンセラー、さわやかフレン

ド、そういう方を利用して、やはり家庭

教育、親の教育がこれからも大事だと思

いますので、その辺のところをよろしく

お願いしておきます。

　それから、学習サポーターの派遣事業

なんですけれども、何か有償ボランティ

アということなんですけれども、先ほど

も言われましたけれども、大学生で言う

たら、教育大学の学生さん、それから教

職課程をとっている学生さんというのは、

なかなかね、これ何人ぐらい予定をされ

ておられるんでしょうか。今まで、今度

は小学校１０校、中学５校ということで、

今まで派遣されておる学校もあるんです
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けれども、あと、やはり難しいところ、

来年度事業ですと４月からスタートになっ

てきますけれども、その辺のところ、今

の現状ですね、お聞かせいただきたいな

と思います。

　それと、先ほどちょっと抜けたんです

けど、教職員との、学校の先生がそのサ

ポーターの方との連携というんですが、

どういう連携をされるのか。やはりサポー

ターの、例えば大学生なんかですね、自

分がやっぱり大学で勉強してきたことと、

それと小学生なんかやと、大分この教育

内容がかけ離れてくるわけですわ。その

辺のところがどういうふうな連携をとっ

てやっていかれるのか、その辺のところ

のやっぱり研修もせないかんと思うんで

すけれども、その体制ですね。ただ単に

見て勉強せえよとか、自習ですから、自

学、自分で努力する、それを教えるだけ

で、ついてるだけではいかんと思うんで

すけれども、その辺も必要かなと思いま

す。

　それから美術展の開催事業という、こ

れはもういつも情けない言うたらおかし

いですけれども、市内の方が５０％ない

んですよ、ずっと。これね、やはり市内

在住の方にやはり魅力のある美術展にせ

ないかんです。何でってわかります。

　例えばいい作品を出しても、入賞して、

それの代償というか、ほうびがないんで

すよ。例えばお金が要らん一つの方法と

しては、広報に大きく取り上げるとか、

今までは市長賞とかいろいろあった分を

市が買い上げてやったということがあっ

たんです。このごろ全然やってないです、

お金がないからと。しかし、やはり芸術

を目指そうと思う方には、やっぱりそれ

だけの代償も必要だと思うんです。その

辺のところ、もっと努力せんと、これは

ふえていかないと思いますよ。とにかく、

今までやってるんだからやろうとか、や

らなしょうがないなと、それと会場の問

題ですよ。今度どこでやるとか、いろい

ろまだ決まってないというようなことで

は、これ予算よう組んだなと思うんです

よ。やっぱりきちっとした会場でやると

いうのを、例えばこの他市の状況見ます

と、いい場所でやってます。人が来る駅

前とか、そういうところでやっぱり自分

の作品を発表したくなるという、そうい

う場所の選定も大事だと思いますよ。そ

の辺のところ、もう一度お聞かせいただ

きたいと思います。

　それから音楽祭の開催事業ですね。こ

れが問題ですよ。７００何万円使ってで

すね。いつも言うんですけど、この費用

対効果言うたら、摂津の方にどれだけの

文化の活動の振興を図ったのかなと。今

までそれはやっぱりリトルカメリア摂津

音楽祭で入賞したいうて、一流の音楽家

になっておられる方もおられます。しか

し、摂津で出られた方、何人おられるん

ですか、これ。過去何十年とやって、何

千万円、何億円近い金使って、どれだけ

の人を育てたんですか、これ。その辺の

ところをもう少し考えないかんと思いま

す。

　例えば、今度１０月の５日、６日が予

選なんですよ。この予選に、普通どこで

も予選にフルコーラスじゃないですけれ

ども、全楽やらんでいいんです。第１章

とか、そういう形で短い時間やって、審

査員の方も大変ですわ。朝から晩まで。

そういうところ、きちっともう少し時間

の精査をして、その中に摂津市民でクラ

シック音楽をやってる方を、予選の時に

出てくるような、そういう企画をやらん

と、こんなもん絶対ふえていかないです

よ。参加する方を広報紙でどうこうじゃ

ないんですよ。もう参加する時には遅い
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んですよ。ですから、こういう方法でや

りますから参加してくださいと、一つの

何かテーマを持っていかないと、これ絶

対ふえないですよ。今まで、摂津の方が

１０数人なんか出たとこないんですよ。

１人か２人ですよ。それに７００万円以

上、たしかそうですね。使ってるんです

よ。

　この費用対効果考えたら、私これ、一

番問題のある行事だと思っております。

なるほど音楽祭というのはレベルが高い

ですよ。審査員の先生も、もう一流なん

ですよ。一流なればこそ、摂津市民の方

を参加できるような体制をつくらなけれ

ばならないと思うんですけれども、その

辺のところ、よろしくお願いいたします。

　それと、子ども１１０番の家なんです

けれども、これは格差あるのはよくわか

ります。しかし、多けりゃいいというも

んと違いますからね。内容の問題なんで

す。

　それともう一つは、半径こうやって、

隣同士が子どもの家というのがあるんで

すよ。ＰＴＡの役員やってると、「あん

たも１１０番、１１０番」。ところが、

昼行ったらおられない、働いて。留守宅。

この辺のところも、やっぱり選定は難し

いと思いますけれども、やはり核となる

方をきちっと選定して、１１０番。

　これは、抑制効果は非常にあると思い

ます。例えば自転車に１１０番のつけて

いろいろとやっていただいているという

のは、非常に効果があると思いますので、

少ない地域を少しでも多くの方にご協力

いただけるような体制をとっていただけ

たらなと思います。

　それと最後になりますけれども、埋蔵

文化財、それから文化財保護とかいろい

ろありますけれども、これも有形、無形

文化財あるんです。この摂津で不思議な

のは、これ有形、無形文化財あるんです

けれども、摂津の指定の文化財というの

はないんですよ。なぜかというと、条例

がないんです。やっぱり条例制定をして、

摂津の文化を継承していこうと。今まで、

農具、民具ですね。中学校に置いたり、

今まで国政の事務所の跡、今、公民館に

なりましたけれども、あそこにあった農

具、民具、どこに行ったんですか。小学

校の片隅に邪魔になるから、中へ入れて

るというようなところもあるんですよ。

やはりもう少しきちっとその文化財を整

理して、展示をするような場所もやっぱ

り考えていかないかんと思うでしょう。

　今度、コミュニティプラザですね、阪

急電鉄の摂津駅にできるんですけれども、

やっぱりその中でも、やはり摂津の指定

した文化財というのが展示できるような、

こういう条例でも摂津市の指定文化財と

いうのは要ると思うんです。有形、無形

にしても。そういうものですね、大阪府

のですから、府の指定ですとかいうんじゃ

なしに、やっぱり摂津の文化を高めるた

めには、独自の条例ぐらいはつくるぐら

いの意気込みがなかったらいかんとは思

うんですけれども、その辺についてもお

答えをいただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　青色パトロール

の車両については、さらに関係課との連

携をということでございました。具体に

消防車両等のご提案もいただきましたの

で、早速私の方で、関係課とどのような

ことができるか、協議してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　大橋参事。

○大橋学務課参事　交通専従員配置に係

る２回目のご質問でございますが、委員

ご指摘の現場での研修、また配置箇所事

情の考慮等については、これまでも現場
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の確認等をしてまいったところでござい

ますが、いま一度、現場それぞれの事情

を把握する中で、今後の研修に反映して

まいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　大阪府教育研

究所連盟のいわゆる研究の部分と研修の

部分について、お答えしたいと思います。

　教育研究所が加盟しています教育研究

所連盟では、研究所の職員のみが集まっ

て研究、情報交換に取り組んでおりまし

て、研究成果につきましては、成果物の

冊子配布等により周知しております。

　一方、研修の方でございますが、本年

度、摂津市から大阪府の教育センターへ

の研修参加では、２１３名が参加してお

ります。

　それから、摂津市教育研究会への参加

人数についてでございますけれども、原

則、幼稚園、小学校、中学校、全部市立

でございますが、全教職員がいずれかの

部会に参加して、おおむね月１回程度の

部会を自発的な研修に携わっております。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　　それではまず、

指導力不足教員の研修にかかわって、ご

答弁申し上げます。

　指導力不足の教員が、これまで教育研

究所で研修した例は実はございません。

教育研究所は教育の研究を行うところで

ありまして、研修の企画等も行っていく

ところでございますが、ただし全部が間

違っているわけではなくて、以前申し上

げました教員の指導力等の向上のための

研修の実施要綱、これを平成１８年に教

育委員会の方で策定いたしまして、その

中で指導力が不足しておる教員に関して、

指導改善研修が必要な場合に、教育研究

所を研修実施場所として研修を行う、つ

まり現場を離れての研修に入るという要

綱があるということは前にご説明申し上

げました。

　現状でございますが、以前にも３名の

指導力に欠ける教員がいる、これは指導

力不足教員と認定したわけではございま

せんが、今後そのような教員が学校現場

において著しく指導力が低下し、授業等

行うことが困難であれば、この要綱を生

かしまして、研究所での研修を行ってま

いりたいと考えております。

　続きまして、指導要領に沿っての国旗、

国歌の指導でございますが、教育公務員

の責務としては、この国旗、国歌の取り

扱いについて、この態度ですね、これを

児童・生徒に指導していく必要があると

考えております。したがいまして、その

態度の一環として、教員が卒業式、入学

式の国歌斉唱の折に起立するのは当然で

あると、それが決して内心の自由等を奪

うものではないと考えております。公務

員としての責務であります。

　続きまして、部活動のことについてご

答弁申し上げます。

　おっしゃるとおり、人生においてこの

部活動で得た経験は非常に大きなもので

ございます。したがって、できるだけた

くさんの部活動をつくっていきたい、そ

のような思いはこちらも持っております。

ただ、その条件がさまざま困難な部分、

何とかしていきたいということは、繰り

返しの答弁になりますので、これ以上申

しませんが、子どもたちの夢、これを少

しでもかなえてやる、その方向は非常に

重要なことだとは思っております。

　先ほど申し上げた助成金、この一律の

支給というのは学校に対しての支給であ

りまして、その学校の中で校長と折衝を

行いながら、その助成金をどのクラブに

多く割り振るかと、この話し合いは各学
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校で持たれておるところでございます。

　続きまして、学力向上にかかわって、

特に得点低位層の児童・生徒に対しての

方策でございますが、実は全小・中学校

において、朝の学習時間を活用した基礎・

基本の習得について、これは読書活動等

も含めてでございますが、取り組まれて

おるところでございます。そのほかにも、

つまずきや達成度の状況を調べるために、

先ほども申し上げましたような到達度テ

スト、チェックテスト等を行っている状

況でございます。その状況把握の中で、

有効な手段を各学校がとっておるところ

でございます。

　なお、先ほどと繰り返しの答弁になり

ますが、つまずき調査にかかわりまして

は、各学校で活用ができるよう周知して

おるところでございます。

　なお、序列化、競争の問題でございま

すが、数字上の順位がつく、このような

ことは、例えば身長、体重、これは全部

一番背の低い人から高い人まで、あるい

は重い人から軽い人まで順序がつきます。

そういう意味で、これは序列化というか、

順序づけというか、このように数字がつ

くものについては、一定、順序がつくの

は当然のものと考えております。

　しかし、例えばこの成績、学習成績で

すね、それの順序でもって子どもたちの

価値を順位づけることは、教育上、非常

に疑問であります。したがって、必要な

順位づけ等はあるんでしょうけれども、

それをもって全人格的な順位づけ等を行っ

ていくのは間違っていると考えておりま

す。

　また、競争についても必要な競争はも

ちろんございます。ただし、特に学力の

問題等で出発点の違うこの競争、同じ家

庭環境のもとで、同じような学習環境の

中でスタートが同じ競争であるならば、

その競争というのは意味があるでしょう

が、スタート点が違う競争であるならば、

何とかそのスタート地点を同じにしてや

りたい、教育委員会としてはそのように

考えております。

　したがいまして、次の答弁にかかわり

ますが、家庭教育、このための支援を行っ

ていきたいなと思っております。家庭の

教育力は、非常に現在弱いものになって

おります。その中で、例えばスクールソー

シャルワーカー等の社会福祉的な支援が

必要な場合もございます。また、スクー

ルカウンセラーの教育相談であったり、

さまざまな訪問が必要な場合もございま

す。学校だけではなく、研究機関など様々

な諸機関が連携して、家庭の教育力向上

のための支援を行ってまいりたいと考え

ております。

　最後に、学習サポーターにかかわって

でございますが、まず教員との連携体制、

味生小学校の例を挙げてみたいんですが、

味生小学校で行っておる放課後の学習教

室、「しゅくだい広場」と呼んでおりま

すが、児童の宿題の状況等をこのサポー

ターにも連絡をしたり、また指導が必要

な児童の状況等についてミーティングを

行うなど、十分な連携を図っておるとこ

ろでございます。

　そのほか、授業の支援のためにサポー

ターが入っておる場合にも、担任から、

もちろん守秘義務はございますが、生徒

等の状況を話をしながら、どのような支

援が必要か、指導を受けておるところで

ございます。

　現在、この学習サポーター、１月末現

在で延べ２５３回の活用がございました。

非常に有効に活用されております。中学

校では全５校で、放課後学習教室が開設

されておりますし、小学校では２校開設

されています。また授業等への学習支援
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につきましては、小学校６校、中学校１

校で授業の支援等にも入っております。

　このような状況で、ほぼ全校に近い学

校が活用しておる現状でございますので、

さらに人員確保に努めたいと思っており

ます。

　なかなか、先ほども申し上げましたよ

うに、人員確保については困難を極めて

おりますが、実は、連携協定を結んでお

る大学から、学生派遣の支援の申し出等

もありますので、そういったことも活用

しながら進めてまいりたいと思っており

ます。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課に係ります３点につ

きまして、答弁させていただきます。

　まず、美術展の件でございますけれど

も、出場者の方への代償というんですか、

これにつきましては、美術展を開催しま

して、そこで市長賞、議長賞、教育委員

会賞、美術協会賞、こういった４賞を受

賞された方の４賞作品展というのを、文

化ホール以外の会場で、例えば市役所の

ロビーであったり、千里丘駅前にありま

したギャラリーで開催しておりました。

また、今までに市が購入しました美術作

品を、「購入作品展」として、改めてま

た作品を展示するような機会も、美術協

会展等とあわせながら開催しておりまし

た。現在、今、そういった形ではできて

おらないんですけれども、やはり委員ご

指摘のように、何か摂津の美術展に出品

して、ああよかったなと、来年も出品し

てみようかと言ってもらえるような取り

組みを考えたいと思っております。また、

広報、ホームページへの掲載も、本人さ

んの承諾も必要ですけれども、例えば作

品と一緒にホームページの方へ受賞作品

を出すとか、そういったこともいいかな

と思っております。

　また、平成２２年度に開設しますコミュ

ニティプラザの方では、常設ギャラリー

も整備していただけるということですの

で、そういった中で美術展とか、先生方

の作品展、グループ展なんかも開催して

いただければ、美術の振興につながるん

じゃないかと考えております。

　それと、音楽祭の費用対効果の件でご

ざいますけれども、これにつきましては、

本当に先ほども申しましたけれども、長

年の課題でございます。

　音楽祭の開催方法、予選をやりまして

本選、これは当初から踏襲してきたやり

方でございますけれども、音楽祭のやり

方については、音楽祭の運営委員会を開

催しまして、そこで今年度、どのような

形でやっていくかということを協議して

まいります。今年度、どのようにすれば

市内の方が参加していただいて、費用対

効果にもつながる取り組みになるような

事業となるのか検討していきたいと考え

ております。

　それと、文化財の件なんですけれども、

本市には文化財保護条例は現在ないんで

すけれども、まず農具、民具の保管なん

ですけれども、農具、民具につきまして

は、現在、井路舟についてはモノレール

の南摂津駅に一つ置いております。その

ほかは小学校であったり、旧の福祉会館

の方に置かせていただいております。こ

の文化財につきましては、一つ一つ写真

を撮りまして、文化財台帳の整備を今、

行っておるところでございます。

　それと、文化財保護条例の件なんです

けれども、文化財保護法や大阪府の文化

財保護条例に基づく国や府の指定文化財

というのが、本市では味舌天満宮本殿、

摂社八幡神社等が大阪府の有形文化財に

指定されております。また、国の方では
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平成８年に文化財保護法が一部改正され

まして、登録文化財制度というのもござ

います。本市の中では、一津屋の第六集

会所、以前芝居が行われておりました芝

居小屋が、大阪府の教育委員会文化財保

護課の話では、大阪府の有形文化財への

指定は難しいけれども、国の登録文化財

の価値はある施設ですよといったことも

聞いております。大阪府下では文化財保

護条例を制定されて、国や府で指定され

ている有形文化財などの各種文化財を除

き、市にとって重要であるものを市の指

定文化財として指定されております。

　本市においても、文化財保護条例を制

定して、保護するものとしては、例えば

第六集会所であったり、一津屋や庄屋の

大西邸であったり深田邸が考えられるん

ですけれども、そのほかにも市内にはあ

る可能性もありますので、条例制定に向

けましては、市内全域についての調査を

行う必要があると思います。そのために

は、文化財保護審議会等の皆さんのご意

見いただきながら、慎重に検討していく

必要があるかと考えております。

○柴田繁勝委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　ご答弁をいただいて、

ちょっともう少しお聞きしたい部分だけ。

　特に研修に関してはいろいろと努力し

ていただいているということで、ありが

たいと思いますけれども、ぜひともその

成果が生きるように、ひとつお願いして

おきたいと思います。

　それと、先ほど国旗、国歌ですね、私

ども先日、１３日に中学校の卒業式なん

ですけれども、やはり先生が国歌斉唱と

いう時に座っておられると。今回、私が

行った中学校では、保護者の方も全員、

在校生、卒業生も全員立っておられたと。

教職員が座っておられる姿を見て、生徒

それから保護者はどういうふうな感情を

持っておられるのかということになると、

やはり先ほど起立は当然であると言って

おられましたけれども、大阪府の教育委

員会も、不起立職員には処分もというこ

とで、例えばこれはどこでしたかね、門

真の第三中学校でしたか、昨年でしょう

か、生徒が１人しか立たなかったという

ような話で、先生方も８人ぐらい立たず

に、「卒業式がこんな形で」というよう

な、いろいろ保護者の方からあったみた

いなんで、今年はいろいろ指導されたん

ですけれども、やはり教育指導要領の中

でも、やっぱり国旗、国歌というのはき

ちっと指導しなさいよということです。

ということは、その先生は国旗、国歌と

いうのは指導する気がないんでしょうか。

教職員として、やはり守るべき一つのルー

ルを果たされておらないと思うんですけ

れども、その辺の対応は教育委員会とし

てどういうふうにお答えされるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　それから、学校部活動の助成事業なん

ですけれども、先ほど学校に一律という

ことで、その中で分配なんですね。とい

うことは、クラブ数の少ないところは、

当然分配数が大きいわけですな。当然そ

ういうことになりますね。例えば中学校

５校であれば、１００万円ずつだったら、

１０万円ずつでもいいです。１０個のク

ラブがあるところと五つのクラブがある

とこ、これは大きな格差ですよ。その辺

のところは、これはそれであれば、おか

しいと思うんですけれども、その辺のと

ころをお聞かせください。

　それと、学力のところですね、僕ね、

序列が過度の競争というんですけど、そ

れは個人個人で、「君は何点でこのクラ

スで何番目」というのは、これはおかし

な話ですよ。しかし、やはり自分の置か

れている、本人にはやっぱりこういうこ
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とでというのは、やはり競争力って、そ

れは「あの子に、あいつに負けたくない」、

「この子に負けたくない」というのは、

それはあると思うんですけれども、ある

程度はやはり競争しないと、学力なんか

向上しないですよ。

　それと、出発点なんですけど、出発点

が問題なんですよ。きちっとした基礎学

力があれば、出発点は高いですよ。それ

ができてなかったら出発点低いですよ。

落ちこぼれの児童・生徒に合わせて出発

するのか、その辺のところ、やっぱりき

ちっと教育委員会として、落ちこぼれの

子どもさんは、やっぱりそこにレベルに

ある程度、出発点にくるだけのやっぱり

学力向上をやっていかないかん。そのた

めに、やはり学習サポーターとかいろい

ろなのやってるんですから、その辺のと

ころがやっぱりもう少し。

　我々、保護者にしてみたら歯がゆいん

ですよ、実際。親というものは、子ども

がこの社会で生きていけるかどうかとい

うのを、それを生半可に生きる力と言う

けれども、競争に勝たないかんのですよ。

その辺のところの指導というのは、それ

は履き違えはいかんと思うんですけれど

も、ある程度、競争社会の中で生き抜く

力、これが生きる力だと僕は思うんです

けれども、その辺のところ、お聞かせい

ただけたらなと思います。

　いろいろと学校、家庭連携の支援モデ

ル事業ということで、スクールカウンセ

ラー、さわやかフレンドといろいろとやっ

ていただいておりますけれども、先ほど

もありましたけれども、とにかくこれか

らやっぱり家庭と学校との一つの連携を

持って、やっぱり学校教育、家庭教育、

地域教育、みんなで子どもを育てていけ

るような体制をつくっていただけたらな

と思いますので、よろしくお願いしてお

きます。

　学習サポーターの件に関しましても、

非常に努力していただいておるというこ

とで、学校の教職員の方も大変でしょう

けれども、一応連携をきちんととってい

ただけたらなと思います。

　それと、美術展の開催事業ですけれど

も、これは本当に言う方もつらいんです

けれども、担当課としては大変だと思い

ます。しかし、やはり摂津市民の文化向

上のためには、何かいろいろな方策を考

えていかないかんと思うんですね。

　ですから、その辺のところを何かの方

法、例えば場所的なものも考えていかな

いかんと思います。「以前からここでやっ

てた、将来的にはこういうふうになりま

すよ」と。

　それから「美術展に出して入賞すれば

こういうのがありますよ」というような

一つの目標を今後定めていただいて、多

くの方に出品をしていただいて、摂津の

文化、芸術が高まっていくように、ひと

つ努力していただきたいと思います。

　それと、音楽祭ですね。これは、レベ

ルとしては非常に高いんですね。摂津音

楽祭で入賞して、あれ金賞、銀賞、銅賞

でしたかね。そういう方は各界で活躍し

ておられますけれども、悲しいかな、摂

津の方がそういうふうな、今まで金賞な

かったですね。三賞にもなかったですね。

リトルカメリア賞ぐらいのもので、やは

りそれぐらいとれる方は、やっぱり育て

ていくというのは、予選にでも参加して、

やはりそういうレベルのところへ行く機

会を与えないかんと思うんですよ。です

から、予選なんか２日間やりますけれど

も、朝から晩までずっとなんですよ。で

すから、一小節やるとか、時間も。ピア

ノなんかでも、これだけの時間でやると

いうことで。審査員の先生ね、「ぱっと
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入ってくる時の態度と、それから構えて

これからということで、わかる」と言わ

れるんです。だから、最初から最後まで

やって、それは、あがっていてだんだん

乗ってくるのもあるんでしょうけれども、

やはりその見きわめができるような、日

下部先生でしたかね、やっぱりもう超一

流ですよ。そういう先生がおられるんで

すから、もう少し時間を短縮して、本選

はそれはフルでやっていただいたらいい

と思うんですけれども、その余った時間

ですね、たとえ摂津の方、やはりクラシッ

クに目覚めてやっていこうという方の、

やっぱり参加というのもやらないかん。

その辺のところをやれば、もっとこ音楽

祭というのが、もっとレベルも上がるだ

ろうし、市民にとっても身近なものになっ

ていくと思うんですけれども、その辺の

ところも一遍考えていただいたらとお願

いしておきます。

　埋蔵文化財の件ですけれども、これも

やはり文化財の摂津の保護条例というも

のをやっぱりきちっと持って、府の指定

をもらうには、やっぱり市の指定をして

いかんといかんと思うんやね。その順序

が一つ抜けとるんですから、その辺のと

ころも今後、そういう方策を立てて、摂

津の郷土資料の保存というふうな形で文

化、それからいろいろ伝統的、歴史の勉

強の一つの資料として残していただける

ような方策を立てていただけたらと思い

ますので、よろしくお願いして質問を終

わっておきます。どうもありがとうござ

いました。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、国旗、

国歌の問題からまずご答弁申し上げます。

　昨年３月の門真第三中学校の卒業式の

問題は、当時、新聞報道にもあったよう

に、指導として生徒に座らせるような状

況、またそのかかわった教員が一斉に座っ

ておるような状況がございました。長い

時間をかけて、せんだって新聞報道にあっ

たように、市教委は文書訓告の処分をし

たということでございました。

　本市の今、ご指摘の状況、校長等から

も報告をまだ受けておりませんが、滞り

なく卒業式が終わったということで、こ

れは座っておる場所等によっても、見え

ない状況もあったのかもしれません。森

内委員がごらんになった角度からそのよ

うな状況があったのかもしれませんし、

どのような状況か、今後調査をしたいと

思っております。

　ただ、私ども考えておりますのは、教

員は教育公務員としての責務を自覚する

必要があること、また国歌斉唱に当たっ

ては起立し、斉唱するとともに、節度あ

る行動をとるよう、これは指導というこ

とでは必要だと思っております。

　したがいまして、そのような指導を行

う者がそのような行動をとっておるとい

うことは、非常に遺憾であると考えてお

りますので、状況を調査したいと思って

おります。

　続きまして、部活動の関係でございま

すが、「部活が少ないところと多いとこ

ろ、金額が同じでは、これは不公平では

ないか」ということにつきましては、状

況等をもう一度調べまして、不公平のな

いように努めてまいりたいと思っており

ます。

　最後に、競争の件でございます。

　我々すべての競争を否定しておるわけ

ではございません。時には必要な競争も

ございます。ただし、その競争のみに走っ

てしまうという、この現状は危険である

と考えておるわけでございまして、例え

ば進学に際しましても、個人個人の成績

であるとか、そういったものを進路指導
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の資料とはしてまいりますし、そのよう

な時の得点と全体を比較する時の得点、

これは分けて考える必要があると考えて

おります。

　生きる力つきましては、競争社会の中

で生きる力なのか、どこで生きる力なの

か、よくわかりませんが、ただし社会を

生きて行く力の中に、時には必要な競争

もあるとは理解しております。

○柴田繁勝委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　午前中のちょっと議論

の中で、ちょっとどうしても気になるこ

とがございましたので、少しだけちょっ

と質問させていただきたいと思います。

　防犯ブザーの関係なんですけれども、

午前中の議論の中では、壊れている等の

チェックについては担任の教師が行って

いるということでございましたけれども、

実態ですね、この辺、防犯ブザーも貸与

されてから随分になりますけれども、そ

の実態を、担任の先生がどれぐらい実際

に学校の現場で把握をされているのか、

教育委員会の方でどれぐらい把握されて

いるのか、ちょっと最初にお尋ねをした

いんですけれども、それと、携帯してき

てるかどうか、この辺のことも、確かに

年に一、二度のその防犯教室の中では防

犯ブザーについての使った指導もされて

いるということはございますけれども、

その辺のふだんの子どもたちの実態をど

ういうふうにとらえているのか、ちょっ

と最初に教えていただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　防犯ベルのこと、馬

場次長、答弁。

○馬場教育総務部次長　私の方が購入し

て貸与いたしておりますので、制度のま

ず説明をさせていただきますけれども、

最初申し上げましたように、貸与期間は

１年間、それ以降は保護者の譲渡という

ことで、保護者責任でお願いするという

要綱をつくっておりますので、１年間は

学校現場で管理台帳をつくっていただい

て、管理をしていただくという原則でこ

の運用を行っております。

　それで、年度当初に、一括して購入い

たしまして、各学校の希望数を配布いた

しまして、学校で台帳をつくっていただ

いて、それぞれの子どもに渡すと、そう

いう形で台帳管理をしているという形で

把握いたしております。

○柴田繁勝委員長　よろしいですか。藤

浦委員。

○藤浦雅彦委員　いや、そういうことや

なくて。それはわかってます。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　使用の実態等にか

かわっては、正直申し上げて、日常的な

点検は行われておらないような状況がご

ざいます。と申しますのも、子どもに渡

して、後は家庭での管理等任せておる状

況もございます。「持っていますか」と、

子どもたちに聞くと、持っていますと答

えます。ただし、それがどこに入ってい

るかのチェックまではしておらない状況

ございます。

　先ほどあったランドセルの底に入った

ままで、これは持っていっても、活用で

きる状況ではございません。また、外に

ぶら下げておっても、ランドセルの後ろ

にある状況で、先ほども話しておったん

ですけれども、いざという時にすぐにそ

の防犯ブザーを使うことができません。

ですから、日常的な問題については、状

況を把握する必要はあるなと思っており

ますが、現状ではなかなか実態把握はで

きておらない状況でございます。

○柴田繁勝委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それで、やっぱりこれ、

先ほども制度のことも改めておっしゃっ

ていただきましたけれども、管理につい
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ては、これは家庭もしくは子ども、保護

者がするということになってまして、当

然持たせていくというのも、やっぱり保

護者の方でやらなあかんというふうにな

ると思うんですね。

　学校の先生でこれをチェックするとい

うのも大変ちょっと酷な話で、先ほど来

言ってて、先生は勉強を教えるというの

が本分ですから、余り期待するべきこと

ではないと思うんです。そうなりますと、

やっぱり教育委員会の部署の中でも、こ

の保護者を担当されている、青少年課の

方の方から、例えばＰＴＡの方にもそう

いう働きかけをして、この防犯ブザーを

しっかり携帯をさせてほしいというふう

な取り決めのお願いをしていくとかね。

　保護者の意識を上げていかなかったら、

これせっかく配布しても費用対効果が本

当に望めないという状態になってくる可

能性は非常に強いですね。

　私どもの学校の方でも、一昨年に「１

１０番の家ウォークラリー」というふう

にありましたけれども、その時に「防犯

ブザーを使いますよ」ということで流し

ましたら、多くの子どもが防犯ブザーを

買いに走ったんですね。なかなかどこへ

行ったかわからへんようになったような

子どもも中にはいるということが実態や

と思うんです。なかなか携帯してきてい

ない、それはもう四六時中、先生から言っ

てもらえるようなものではないですから

ね。これはやっぱり、保護者をまじえて、

やっぱり配布した側も含めて、しっかり

これを有効に活用できるような取り組み

を、今後お互いに考えていくべきことで

はないかなと思いますので、これはちょっ

と今後の取り組み課題として提案させて

いただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　各委員さんの方から、

種々多岐にわたり質問もありましたので、

私の方からは簡単に数点お聞きしたいこ

とと、あとは要望とさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　まず、１１４ページの医薬材料費が３

０万円と年々上がっている状況ですけれ

ども、昨年１２月の一般質問で要望させ

ていただきましたアレルギー体質のアナ

フィラキシーショックに対する薬、エピ

ペンの投入を、これ配置について、して

いただけるようにお願いをしておりまし

たけれども、この点についてはどのよう

な現状、状況になっているのか、進捗を

お聞かせいただきたいと思います。

　あと、それから、学校給食なんですけ

れども、これに関連しまして、現在、ア

レルギー体質の人がふえ続けているとい

うような状況で、もう３人寄れば必ず１

人あるいは１.５人がアレルギー症状を

持っているというような状態になってお

りますので、子どもたちにつきましても、

お母さんがやはりアレルゲンを持ってい

ると、子どもたちにもそれが伝わって遺

伝していくということが言われておりま

す。お母さんがアレルギー体質であって、

余り表面に出ていなくても、子どもさん

の方が数倍ひどい例の方が多く見られる

ということで、このアレルギーの体質の

方に対する対策についても、今、多方面

でいろんな研究がなされるようになりま

した。ただ、しかし、小学校、今度給食

につきましては、現状、除去食というこ

とで、品数等、栄養のバランス等でお弁

当的な形でご自宅から持たせてきていた

だくという形にお願いをしているようで

すけれども、この除去食のみでなく、ア

レルギーの対策の改善に伴って、代替食

への方向転換ということで、代替食もか
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なり進歩しております。これについても、

代替食への転換を図るということは、非

常にコストの面等々で負担も大きいかと

も思いますけれども、これに対する今後

の考え方で結構ですので、ちょっとお聞

かせをいただきたいと思います。

　あと、小学校の方ですけれども、各委

員からも学力定着度調査に関連して、さ

まざまな観点からご質問がありましたけ

れども、学力向上へのこの具体策につい

て、他市から摂津へ転入してこられた保

護者の方が、摂津の授業の内容を参加し

て、もう本当に驚いたと、全くその話に

ならないというようなお声を聞く機会が

ありまして、結構さまざまな観点から見

て、かなりそのレベルが低いと断定をさ

れております。先般もその調査内容でも、

決して高くはない、低い方だということ

が評価として出ているわけですけれども、

これについて、一気に学力向上はなかな

かできるものではないということは、ど

なたも保護者の皆さんも理解をされてい

ると思いますけれども、そういった観点

から、学力向上へのその具体策について、

何らかの形で検討されているのかどうか、

摂津市の教育方針について、お聞かせを

いただきたいと思います。

　あと、これは評価と要望になりますけ

れども、中学校にそのエアコンを設置を

していただくということで、思った以上

に早い対応を教育委員会の方から市の方

に働きかけをしていただいて、今年度決

定したということは、もう非常にうれし

いことですし、大きく評価をさせていた

だきたいと思います。

　今、これが決まったところで、これか

ら工事というところで、大変せっつくよ

うで申しわけないんですけれども、ここ

でやれやれほっと、中学校一応ついたの

でということではなくて、小学校、園に

ついても引き続きエアコンの設置という

ことの努力をしていただきたいと思いま

すので、これは要望とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

　あと成人祭なんですけれども、前回も

要望させていただきましたけれども、記

念品が全くないということで、参加をし

たという記憶は残るんですけれども、や

はり当日参加できなかった人のためにも、

記念品をぜひ配布してほしい、これの復

活を要望する声があちこちで届けられて

おりまして、やはりその一生にたった１

回の成人式ということですので、やはり

他市とも、皆さんね、もう社会人になっ

ておられる方、学生の方、専門学校へ行っ

ておられる方、やっぱり同じ年齢の人は

見比べをやはりどうもするようで、摂津

市は何もないのということでね。

　財政的な問題といいましても、人数的

に考えれば、高価なものでなくてもいい

と。現状でしたら、バインダーですとか、

ファイルですとか、クリアファイルです

とか、ボールペンでも結構ですしと、何

でもいいので、そういうことをせっかく

セッピィというかわいらしいマークがで

きたので、そのマークを入れるなどして、

摂津市の成人祭に参加した、あるいは参

加できなかったけれども、摂津市で成人

式を迎えた記念品としたいというご意見

があるんですけれども、これについての

考え方をひとつお聞かせをいただきたい

と思います。

　あと、安全対策事業、１０４ページの

方なんですけれども、これは今、藤浦委

員からも、その前の森西委員からもお話

がありました。せっかくやっていただい

た、他市に先駆けてですね、全小・中学

校全員に貸与していただいた防犯ブザー

で、今も続けていただいておりますので、

最近はなかなか事件が、物騒な事件がよ
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うやっと少なくなってきました。どうし

ても人間というものは喉元過ぎれば熱さ

忘れるで、事件が少なくなって、そうい

うのを聞かなくなると、ついうっかりと

か、防犯ブザー持っててもそこまで対応

に躍起になるということがなくなってき

ますので、そういった油断を廃して、しっ

かりと防犯ブザーのチェックを、ご家庭

でもやっていただけるように、呼びかけ

の方を学校側からきちんと、年１回、２

回と必ず決めるようにして呼びかけをし

ていただいて、プリントを渡すなり、口

頭で先生の方から呼びかけていただくな

り、きっちり対応をしていただきたいと

思いますので、これは要望としておきま

す。よろしくお願いいたします。

　あと、この安全対策事業で、見守りで

すね、子どもたちの登下校の時間帯に合

わせて水まきをしたり、お掃除をしたり

という方が見守って、「行ってらっしゃ

い」とか、「おはよう」とか、「お帰り」

とかいうのでやっていただくということ

で、これは大分浸透しまして、皆さんやっ

ていただいているんですけれども、この

せっかくの見守りの人の注意を聞かない

と。これが残念なことに再三ありまして。

せっかく「危ないからそこはだめよ」っ

て言っても、通学路でないところを斜め

横断すると、非常に交通量の多いところ

ですし、危ないということが近所の方も

わかっていらっしゃるので、見守りをし

ているんですけれども、その見守りの人

の言うことを聞かないと。これはもうど

うしようもない話で、これは子ども自体

のやはり問題もあると思うんですね。学

校の方にお願いをして注意をしていただ

いているはずなんですけれども、まだそ

れが改善されていないということです。

せっかく見守りの人が声をかけてくださっ

ているのに、それも聞かずに走って逃げ

るとかですね、やはり対応が非常に悪く

て、やっぱり子ども一人一人に命はたっ

た一つしかないんだと、事故が起こって

からではだめなので、取り返すことので

きない大切な命、あるいはその傷が残っ

てはいけないということで、非常に心配

をして声をやっぱりかけていただいてい

る地域の方の気持ちを子どもたちにも、

教育委員会の皆さんから、あるいは学校

関係者の皆さんから、しっかりと伝えて

いただくように、お願いしたいと思いま

すので、これも要望としておきます。よ

ろしくお願いします。

　あと、ランドセルなんですけれども、

先ほどもいろんな形でご質問がありまし

たけれども、これも非常に好評なので、

この新入学の支給品事業としてはぜひ続

けていただきたいと思います。軽くて手

軽で遠足の時等も、見学に行く時もあれ

一つで行けるので大変いいですと、「第

一公平感があってとってもいいです」と、

「みんなが同じでスタートが切れるとい

うことが大事だと思います」というよう

な賛同の声が保護者の方からも寄せられ

ておりますので、今後ぜひ続けていって

ほしいと思います。よろしくお願いしま

す。これも要望としておきます。

　あと最後に、市民体育館なんですけれ

ども、閉鎖されます。この３月で閉鎖を

された後、スポーツ関係者の試合とか、

あと昇段試験にあの会場を使っておられ

る方等が、代替施設はどこなのかという

ことで、確認のために聞いてこられまし

た。なぜかと言いますと、「代替施設は

あるんですか」と、「どこの体育館等も、

通常使っている方などで、いっぱいなん

です」と。代替施設がなければ、スポー

ツ関係は多目的ホールとか公民館等とか

で使えないもんですから、どうしても体

育館が要るんですということになってお
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りまして、これに対して、どのような方

向で考えておられるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　答弁、大橋参事。

○大橋学務課参事　そうしましたら、ア

レルギーにかかわります２点にご質問に

ご答弁申し上げます。

　まず、アレルギー疾患に対する取り組

みの現状ということでございますけれど

も、昨年の５月に財団法人日本学校保健

会の方から、学校のアレルギー疾患に対

する取り組みガイドラインというものが

発刊されまして、それに基づく運用をど

のようにしてまいるかというところで、

養護教諭等と協議を重ねる中、また学校

保健会理事会等において、校医の先生方

等にもご意見を伺う中、検討を進めてま

いりました。現状といたしましては、４

月当初に実施いたします健康診断問診票

をもとにして、本当にその学校生活をし

ていく上で、日々のケアが必要な児童・

生徒の把握に努め、このガイドラインに

載っておりますアレルギー疾患の生活管

理指導表ですね、これに基づいた学校現

場での取り組みということを実施してい

くように、決定をしまして、校長会等、

養護教諭部会でも了解をいただきました。

管理指導表についても、学校の方にもう

印刷をして配らせていただいております

ので、２１年度からこのガイドラインに

基づいた運用ということで進めさせてい

ただきたいというふうに考えております。

　エピペンの問題についてなんですけれ

ども、エピペンの使用につきましては、

当初から基本的には医療行為であるとい

うことで種々議論はあったんですけれど

も、私も国の研修及び府の研修の方にも

参加してまいりまして、打つ必要があっ

たのに打たなかったケースと、打たなく

てもいいのに打ったケースでのリスク、

大きくは訴訟リスクと言ってもいいと思

うんですけれども、そういう部分ではや

はり、打つ必要があったのに打たなかっ

た方がそのリスクというのは非常に高い

というところで、そういう研修を受けて、

学校現場の方にも説明をさせていただい

て、エピペンの使用については、おおむ

ねその必要があった場合には養護教諭を

含め取り組んでまいるということでご理

解をいただいておるところです。

　学校給食のアレルギーの部分について

ですが、現在、原則として除去というと

ころで取り組みをさせていただいており

まして、１８年度が２７名、１９年度２

８名、２０年度２７名となっておるんで

すけれども、数値的には変わりはないん

ですが、そのアレルギー疾患をお持ちの

児童・生徒はふえているというところは、

現場の方からも医師の方からも伺ってお

るんですけれども、現在、給食の除去を

するまでのアレルギーをお持ちのお子さ

んというのは、今、数字を申し上げたよ

うに、そう変わっている状況にはないと

いうのがあります。

　今後の代替食の考え方なんですけれど

も、この３０名ほどの方の除去をするこ

とによってのカロリーの問題、栄養面で

の問題というのは、その辺は栄養士が計

算をしておるわけなんですけれども、ど

うしても不足する場合は、その保護者の

方から補食的なものを持っていただく等

ということで対応はしているんですけれ

ども、今後、調理の現場でそれぞれ３０

名弱の方のそれぞれのアレルギーの何に

反応するかというのがございますので、

それを個別に代替食というのはなかなか

現状では難しいのかなと考えております

ので、今後の検討とさせていただきたい

というふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。
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○前馬学校教育課長　学力向上への具体

策についてでございます。

　先ほど、委員の方から、他市に比べて

授業内容がレベルが低いとご指摘あった

んですが、以前、１１月２９日の全国学

力・学習状況調査の結果説明会の折にも、

そのようなご指摘がございました。その

折に私の方から、回答といたしまして、

教科書が違ったり、教え方に若干の違い

はあるだろうけれどもレベルの違いはな

い。摂津の教員も、その時は茨木市とおっ

しゃったんですけれども、他市の教員も

レベル的には変わらないし、同じレベル

のものを教えている、安心してください

と、そのようにお答え申し上げました。

　授業の中身やその時の子どもの実態等

で授業というのは生き物でございますか

ら、どのように変わるかはわかりません。

ただし、そのようなお声をちょうだいし

ないように、今後取り組んでいく必要が

あるとは思っております。

　具体的なプランでございますが、例え

ば学力向上のための人の配置、小学１年

生等学級補助員の全校配置もその一つで

ございますし、さまざまなサポーターの

配置もその手だてでございます。

　また、移行措置、新学習指導要領への

移行措置期間に入りますが、その中での

時数確保にも努めてまいります。ゆとり

のある時間数の中で教育課程を編成しな

ければ、学力向上もあり得ないと思って

おります。

　さらには、学力調査等の実態把握を今

後も続ける必要があると思っております。

毎年子どもの状況も変わりますし、実態

把握の中でこの改善策をその時その時考

えていく必要があると思っております。

そして実態把握だけではなく、改善策に

ついて、さまざまな方と情報共有をして、

課題も共通認識を持つ必要があると思っ

ております。そのような活動を続けてま

いります。

　さらには小中連携の取り組み、また研

修等改善していく必要がありますが、何

よりも先ほどのようなお声をちょうだい

しないように、授業改善が必要であると

考えております。

　他市に比べてレベルが劣っているとは

思いませんが、教科研究に関しては他市

に比べて若干取り組みが少なかった状況

はあるととらえております。したがいま

して、個に応じた指導、そしてまた学力

向上のためにさまざまな手だてを打てる

よう、授業改善について２１年度は中心

に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○柴田繁勝委員長　次は小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　市民体育

館閉鎖に伴います代替施設等の問題でご

ざいますけれども、現在、市民体育館を

利用していただいている団体の活動場所

につきましては、市内にあります正雀体

育館、味生体育館、鳥飼体育館、味舌の

体育館を利用していただきますとともに、

昨年５月に開設いたしました味舌、三宅

の両スポーツセンターをご利用していた

だきたいと考えております。

　そのために、市民体育館には、平成２

１年３月末で閉館になりますといったポ

スターを掲示するほか、市民体育館の申

請窓口でありますふれあいルームにおい

て、利用者の方への閉館の周知、またあ

わせて他の体育館やスポーツセンターへ

の利用案内をさせていただいているとこ

ろでございます。

　特に、味舌、三宅スポーツセンターに

つきましては、従来、市民体育館で行わ

れておりましたバドミントンやバレーボー

ル、こういった活動が移行できますよう

に、バドミントン３面、バレーボール２
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面、大きく１面もでございますけれども、

そういったポール穴をあけるといったこ

とや、競技ラインの引き直しなど、床面

改修を行いました。

　またあわせてスポーツ環境整備という

ことで、体育館内の女子トイレの一部を

洋式化にするなど、対応しているところ

でございます。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　青少年課に係ります

ご質問について、お答えいたしたいと思

います。

　成人祭での記念品ということでござい

ます。この件につきましては、平成１６

年の１月に開催した時点から、この記念

品がなくなっております。詳細について

は、詳しくはわからないですけれども、

この時、いろんな市の事業というんです

か、そういったものでこういった記念品

等の一定の見直しがされたかのようにちょっ

と聞いております。この成人祭におきま

しては、１６年の１月の第３８回の成人

祭から記念品をお出ししておりません。

それで数えますと今回までで６回、記念

品はお出ししておりません。その間、他

市等の状況も把握しておりませんので、

そういったこともこれからちょっと検討

してまいりたいと思います。

○柴田繁勝委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　ありがとうございま

した。

　エピペンの方、了承していただいて、

関係皆様方の了解を得て、２１年度、今

年度から実施ということですので、よろ

しくお願いをいたします。

　打つべきか、打たざるべきかという問

題なんですけれども、これは３０分以内

にアナフィラキシーの時は対応できるか

できないかで、命にかかわるというふう

な状況ですので、重篤なそういったショッ

ク状態をお持ちの子どもさんの親御さん

ですね、保護者の方はきちんと理解をさ

れていると思いますので、何よりも今おっ

しゃっていただいた生活管理指導表の方

をきちんと書き込みをしていただいて、

親御さん、保護者の方の了解をきちんと

とっていただくことが一番大切なことだ

と思いますので、後の打った方がよかっ

たのか、打たなくてもよかったのかとい

うことは結果ですので、それに至るまで

の手順をきちっと押さえておいていただ

きたいと思います。そして、せっかくの

その配置をしていただくわけですから、

十分有効に活用していただけるようにお

願いをいたします。要望でございます。

　それから、給食の除去食から代替食へ

といいますと、全体から見てこの人数で

したら、代替食に切りかえるということ

は非常に大きなコストがかかりますので、

現状では除去食を続けていくというお答

えであったと思います。これはもう財政

的な面もありますのでいたし方ないこと

ですけれども、将来的にはどういった状

況になるかわかりませんので、このとこ

ろ急速にアレルギー症状を持つ人口が増

加しておりますので、将来も見据えて、

除去食でいいと決め込んでおかないで、

代替食に対するその食品の中身について

も、栄養教諭等中心に研究をしていただ

いて、切りかえができる時がきたらやは

り切りかえていただくというような状況

をしっかりと見据えて、対策をしていた

だきたいと、このように思いますので、

よろしくお願いいたします。要望として

おきます。

　あと、学力向上の方ですね、今おっしゃっ

ていただいた先般のことも含めまして、

やはり最後におっしゃっていただいた、

最終的には授業改善ということだという

ふうに、今、課長からお答えをいただき
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ましたけれども、やはりその授業改善と

いうところに着目されてるというのは、

大変結構かと思います。

　その方もやっぱり授業参観に行かれて

驚いたということですので、やはり授業

改善をしっかりと実施していただくと、

そのためにはやっぱり、今おっしゃって

いただいたような実態の把握とか、共通

認識という、課題の共通認識ということ

が、本当にそれに対して取り組みをきち

んと進めていただきたいなと思うんです。

そればっかりやっておられるわけじゃな

いから、多岐にわたることについて、教

育委員会も取り組んでおられますので、

状況的には理解もしておりますけれども、

やはりその現場で起こっていることとい

うことに対して、やはり直接しっかりと

かかわっていっていただいて、保護者の

皆さんからの声に、こういうふうにきち

んとやっているんだということを、具体

策としてこういうふうにやっているとい

うことを明快にお答えをしていただける

ような取り組みをお願いしたいと思いま

すので、要望といたします。よろしくお

願いいたします。

　あと、成人祭の記念品なんですけれど

も、これやはり、ぜひ何らかの形で、今

検討していただくというお答えをいただ

いておりますけれども、実現をしていた

だいて、摂津市の成人祭の記念品として

取り組みをしていただきたいなと思いま

す。

　それと先ほど、森西委員の方からもご

質問がありましたように、会場が、青春

フリータイムの方が三宅柳田小学校の方

へということですので、結構距離ありま

す。三宅柳田小学校体育館ですね、移動

されるということですので、女性の場合

はやはり着物をお召しの方が多いので、

あそこ、橋を超えてちょっと行きますの

でね、その辺もしっかりと。一部だけで、

先ほどもおっしゃっておられましたけれ

ども、一部だけで終わらないように、あ

るいは二部だけにならないようにという

配慮の方を、何かしっかりと取り組みを

考えていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それと記念品の方のまた再開も、ぜひ

要望としておきたいと思いますので、お

願いいたします。

　あと、市民体育館の方なんですけれど

も、バドミントン等、場面の方は確保し

ていただいて、お手洗いの改善もしてい

ただいているということでございました

けれども、もう今、正雀、味生、味舌と、

スポーツセンターの名前も挙げていただ

きましたけれども、皆さんこれもうきちっ

と全部、ほとんど押さえられてますので、

余裕がないんです。そこで間に不定期に

そういう試合とか行事をされる場合が、

もう入っていく余裕がないということで、

非常に困っておられるところがあります。

いつもどおりのことはできるんですけれ

ども、その日、例えば一日だけあいてる

と、その日にもう行けなかったらもう後

は絶対とれないんだというような緊迫し

た状況の中で、困ったなということでね。

　本来でしたら、何らかの形でやっぱり

代替案をきちっとつくって提示されるの

が本来だと思いますけれども、財政面か

ら考えれば、新しい箱物をつくるという

のは適当ではないと考えますけれども、

その辺ですね、今後施設を提供していた

だけるような場所があった場合、またき

ちんと確保していただきたいなと思いま

すので、要望としておきます。よろしく

お願いいたします。

○柴田繁勝委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。
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（午後３時　　　休憩）

（午後３時２分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号、所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号、所管分について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後３時３分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

　文教常任委員長柴 田 繁 勝

　文教常任委員 森 内 一 蔵
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